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ベンチャービジネス・レビュー臨時号刊行に当って

ベンチャービジネス研究所所長　　　　　　　　
経営学部教授、公認会計士・税理士　田淵　正信

ベンチャービジネス・レビューは第６号まで紙

ベースで刊行してきましたが、今回初めて電子出版

に挑戦してみました。電子出版とすることにより、

出版のコストの低減を図ります。

また、研究者であるベンチャービジネス研究所の

所員や研究所に関係する研究者の発表の場としてそ

の有用性を一層高めるために、年一回の発刊は続け

ながら、臨時号の出版を行い、研究者の成果を多く

の方に知って頂くために、臨時号を随時、タイム

リーに発刊してゆきたいと思います。

本臨時号には、経済学部の衣笠達夫教授の『公営

企業の経営戦略の経済学』が、地方公営企業の民営

化を含めた経営戦略、特に、公営企業をつらぬく経

済理論に基づいた経営戦略の考察を行うという意欲

的かつ挑戦的な論文を投稿して頂きました。

また、経営学部の梶原晃教授から『会計コンバー

ジェンス進行下の公正処理基準と権利確定主義─法

人課税所得計算における基礎的概念の再検討─』と

題する、会計と法人税の所得計算という近似的では

あるが、目的の異なる計算制度の考察が投稿されま

した。

このように、ベンチャービジネス・レビューでは

ベンチャービジネス研究所の趣旨に沿って、前向き

に新たな考察や理論に挑戦する研究者の投稿をどし

どし世に出してゆきたいと考えています。このよう

なレビューでの著作の公開に当たって、読者諸賢か

らの積極的なご議論や活発かつ生産的なご批判を賜

りたいと考えておりますので、引き続き、ご指導ご

鞭撻をお願いいたします。
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１　公営企業を取り巻く社会的環境

地方公営企業は、住民の日常生活に欠くことのできな
い上・下水道、交通、電気・ガス、病院等のサービスの
提供をはじめとして、工業用水道、宅地造成といった社
会資本の整備を目的としている。また、その決算規模は
地方公共団体の普通会計における歳出決算額のほぼ２割
強に相当している。地方公営企業の提供するサービス
は、長い間、住民生活の向上や地域の発展のために重要
な役割を果たしてきた。しかし最近では消費者需要の質
の変化や多様化、地方財政構造の硬直化など社会経済の
変化のために、地方公営企業を取り巻く環境は質的変化
が生じてきた。そこで現在、各地方公共団体ではこのよ
うな環境の変化に対応すべく、経営内容の総点検やその
サービスの内容と住民ニーズとのマッチング等の観点か
らサービス供給のあり方の再検討を行っている。さらに、
経営の効率化、活性化を図るために、指定管理者制度、
PFI事業、地方独立行政法人制度、民間委託等の民間的
経営手法の導入についても検討を行っている。政府でも
地方公営企業の運営に関して、民間企業の経営管理のフ
レームワークや経営改革手法を薦めるようになった。こ
れが地方公営企業における民営化導入の推進力になって
いる。
本稿では地方公営企業の民営化を含めた今後の経営戦
略について考察してみたい。公営企業の経営戦略は、経
営学を中心とした考察は現在しばしばなされているもの
の、公営企業をつらぬく経済理論に基づいた経営戦略の
考察は寡聞にしてまったくない。本稿ではその部分を埋
めてみたいと考えている。次節では地方公営企業の特性
を概観する。３節では公営業の経営方針をつらぬく経営
原則を見る。中でも公営企業を縛っている公共性につい
て考察する。４節では料金設定方式の基礎を考察する。
続く５節では公営企業の経営戦略について考察する。

２　地方公営企業の特性⑴

⑴　地方公営企業とはなにか

地方公共団体の供給する公共サービスには、土木、教

育、社会福祉、産業振興などの通常の「一般行政サービ
ス」から、水道、交通、病院などの「企業的なサービ
ス」まで様々なものがある。そのうち「一般行政サービ
ス」は、その事業の効果と収入との間に直接的なつなが
りを持っていない。すなわち「一般行政サービス」によ
る事業は行政目的（公共目的）にしたがって実施され、
その効果は基本的に不特定多数に帰属する。そのサービ
スの供給に必要な財源は地方税や地方交付税などの租税
収入が当てられる純粋な公共財である。
これに対して水道、交通、病院などのサービスは、そ
の供給が一般に共用されているものの利用者が特定され、
その効果が特定の個人に帰属する準公共財である。この
ようなサービスは、利用者の負担の公平を期するために、
そのサービスの受益者から対価を受け取り、その料金収
入によって事業運営に必要な経費をまかなうことを原則
としている。これらのサービスは企業的手法を通じて効
率的にサービスを提供する必要があり、「企業的な事業
サービス」と呼ばれている。地方公共団体の行うこのよ
うな種類の事業を「地方公営事業」（「地方公営企業」
ではないことに注意）と呼んでいる。

⑵　地方公営事業の範囲、目的

「地方公営事業」は大別すれば、地方公営企業法が関
係する「地方公営企業」と、地方公営企業法が関係しな
い「その他の事業」⑵とに分けることができる。そのう
ち、決算規模、職員数などから見ると「地方公営企業」
が圧倒的なウエイトを占めている。
「地方公営企業」は、地方公共団体が公共の福祉を増
進させるために直接経営する企業であり、企業の経済性
を発揮することにより、一般行政部門がサービスを提供
するよりも効率的・効果的に運営されることを期待され
ている。またその経営の基本原則は、後ろで詳述するが、
地方公営企業法第３条によって、「地方公営企業は、常
に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的で
ある公共の福祉を増進するように運営されなければなら
ない」と定められている。この経営の基本原則が公共性
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と経済性との両立という、地方公営企業の運営に関する
相克性を生むことになる。

⑶　地方公営企業の各法律上の定義

「地方公営企業は、自治体が、公共の福祉を増進させ
るために直接経営する企業である」ことは既に述べたが、
ここでは関係する各法律により地方公営企業がどう定義
されているかを概括してみよう。
①　地方自治法
地方自治法では、地方公営企業という用語を用いては
いないが、自治体が処理する水道事業や病院事業などの、
以下の「企業的事務」を例示している（第２条３項各
号）。
① －１　上水道その他の給水事業、下水道事業、電気事
業、ガス事業、軌道事業、自動車運送事業、船舶その
他の運送事業、その他企業を経営すること。
① －２　森林、牧野、土地、市場、漁場、共同作業場の
経営その他公共の福祉を増進するために適当と認めら
れる収益事業を行うこと。

②　地方財政法
同法施行令第12条で指定する13事業について、「公営
企業」の経営原則、企業会計の合理化と企業経営の能率
化を確保するため、特別会計の設置を義務付け、定めら
れた経費を除き、その他の経費を収入によって賄うとい
う独立採算制を規定している。13事業とは、水道事業、
工業用水道事業、交通事業、電気事業、ガス事業、簡易
水道事業、港湾整備事業（埋立事業並びに荷役機械、上
屋、倉庫、貯木場及び船舶の離着岸を補助するための船
舶を使用させる事業に限る）、病院事業、市場事業、と
畜場事業、観光施設事業、宅地造成事業、公共下水道事
業である（第６条）。
ここでは、「公営企業」の用語を用いて、政令により
事業を例示しているが、これは、代表的な事業の経営の
原則を定めるものであって、公営企業の範囲を限定する
ものではない。

③　地方公営企業法
地方財政法の考え方を発展させたもので、地方公営企
業の経済性を十分に発揮させるため、企業経営にふさわ
しい組織のあり方、企業会計方式による財務処理などを
制度化している。適用範囲は事業により異なり、それぞ
れ規定されている（第２条）。

⑷　地方公営企業の制度

次に「地方公営企業」の制度について見てみよう。
①　政令で定められた地方公営企業
「公営企業で政令で定めるもの」とは、地方財政法施
行令第12条各号に掲げられた上述の13種類であり、これ
らについては特別会計を設置することが義務づけられて
いる。

②　地方公営企業法上の位置づけ
②－１　「地方公営企業」
ア　地方公営企業法適用の地方公営企業
　 　水道事業（簡易水道事業を除く。）、工業用水道
事業、軌道事業、自動車運送事業、鉄道事業、電気
事業及びガス事業（これらに付帯する事業を含む）
の７事業（法定７事業と呼ばれる）については、地
方公営企業法の規定の全部が当然に適用される（全
部適用、当然適用）。
イ　地方公営企業法一部適用の地方公営企業
　 　病院事業については、地方公営企業法の規定のう
ち、財務規定等が当然に適用される（一部適用、当
然適用）。財務規定等以外の規定については、条例
で定めるところによって適用することができる。
ウ　地方公営企業法非適用の地方公営企業
　 　地方公共団体の経営する企業のうち、上記のア、
イに掲げる事業以外の事業で、主としてその経費
を当該事業の経営に伴う収入をもって充てるもの
については、地方公営企業法の規定のすべてを適用
しなくても良い（法非適用）。また、条例で定める
ところによって法の規定の全部または財務規定等を
適用することもできる。これらの事業には以下の11
事業がある。簡易水道事業、港湾整備事業、市場事
業、と蓄場事業、観光施設事業、宅地造成事業、有
料道路事業、公共下水道事業、駐車場事業、採石事
業、介護サービス施設整備事業。

以上で理解できるように地方財政法、地方公営企業法
で初めて「地方公営企業」概念が導出される。

⑸　地方公営企業の特徴

地方公営企業は、純粋公共財を供給している行政サー
ビス部門や国の公企業、あるいは民間企業と異なって、
いくつかの特質を持っている。以下ではそれを概観して
みよう。
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①　一般行政サービスとの違い
地方公営企業によるサービス供給の目的は公共の福祉
の増進であり、この点に関しては一般の行政サービスと
同じである。一般の行政サ－ビスは、行政区域内の一般
住民を対象にして供給される公共財であり、その費用は
対価性のない租税によって賄われる。これに対して地方
公営企業によるサービスは、受益者を特定化することが
可能であり（消費が競合的）、受益の程度測定も可能
（排除可能）であり、準公共財と考えられる。このため、
特定の受益者が受益の程度に応じて負担するのが公平の
原則に合致するとされる。このことから地方公営企業の
経営に要する経費は、主として対価たる料金収入をもっ
て賄うこととされ、特別会計を設け、独立採算制よって
経営されている。

②　国の公企業との違い
地方公営企業は、地方自治制度上、地方公共団体が直
接経営する企業（公共団体の現業部門）である。第１の
特徴は、これら地方公営企業は、国のかっての直営企業
である四現業（郵政事業、国有林野事業、印刷事業、造
幣事業）に比べて、比較的規模の小さな事業が多い。ま
たその事業の対象区域は、主に経営の上部団体である地
方公共団体の行政区域に限られている。
第２の特徴は、「直接経営」という点である。国の公
企業には、特殊法人の設立によって「間接経営」されて
いる企業がある。これには公団、事業団、公庫、営団な
どがある。地方公共団体が「間接経営」している企業と
して、住宅供給公社、道路公社、土地開発公社の地方三
公社をはじめ、交通事業を経営する株式会社など様々な
ものがある。しかしこれらは地方公営企業として扱われ
てはいない。この理由は地方公営企業法第42条に、「地
方公共団体は、別に法律で定めるところにより、地方公
営企業を経営するための地方公共企業体を設けることが
できる」（間接経営規定）、と定めているにもかかわら
ず、この規定に基づく特別法が定められていないからで
ある。すなわち間接経営規定が定められているにもかか
わらず、その経営形態が実質的に定められていない（特
別法が定められていない）ために、すべての公営企業は
これまで直接経営されてきたのである。

③　民間企業との違い
地方公営企業と民間企業との違いは以下の４点である。
ア 　地方公営企業は利潤の獲得・増大を目的としてい

ない。
イ 　地方公営企業の目的は、地方公共団体の行政目的
と同様に、地域住民の福祉の増大にある。
ウ 　地方公営企業が資金調達する際には、地方公共団
体の信用力によって調達できる。
エ 　地方公営企業の運営には議会が関与する。

以上から理解できるように、地方公営企業には、住民
の間に大きな需要がありながらも、民間企業の進出が期
待できない分野において、採算性を犠牲にして（赤字経
営になっても）進出するべき役割を担っているといえよ
う。いいかえれば、採算性によって供給そのものが左右
される民間企業には、その供給をまかせられないような
サービスを供給することが、地方公営企業の役割である
といえる。この点が公営企業に終始つきまとう公共性と
経済性との相克につながっている。

３　経営原則

⑴　公共性と経済性

①　公共性
地方公営企業は地方公共団体によって設置・所有・経
営されるものであり、議会によってその予算・決算が議
決・承認される。すなわち地方公営企業は、公共の福祉
の増進を図る自治体によって経営されている企業であり、
最終的な経営の責任は設置者である自治体の首長が負う
ものである。するとその活動の第一義的な目的は公共性
をもったものでなければならない。つまり、地方公営企
業の目的は、利潤の追求ではなく住民への財貨やサービ
スの提供そのものであり、財貨やサービスの提供を通じ
て、地域住民の福祉の増進を図ることを目的としている。
また、公営企業の活動により利潤が得られた場合はサー
ビスの拡充を図るなど、利用者である住民へ還元される
べきものといえる。これが地方公営企業の公共性の確保
という問題である。これを公共部門の行動モデルととも
に、そのアナロジーとしての公営企業の行動モデルを
使って説明しよう。
次の図１は公共部門の行動モデルである。このモデル
の第１の特徴は図の左側の税収等である。企業の行動モ
デルではここは売上・収入であり、販売した財・サービ
スの売上合計である。しかし公共部門の行動モデルでは、
ここはあくまでも公共サービスを供給するための原資に
該当し、inputに該当する。中央の部分は企業モデルで
は費用であり、最小化するべきものであるが、公共部門
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モデルではここはあくまでも予算・outputに該当し、こ
れで様々な公共サービスを供給する。ここが公共部門モ
デルの第２の特徴であり、公共部門モデルではこの部分
（公共サービスの供給そのもの）が公共部門の目的に該
当する。その結果、右端の差し引きの結果はほぼゼロに
するべく、公共団体は総務省から「実質収支比率２～
３％が望ましい」と行政指導されている。これが公共部
門モデルの第３の特徴である。民間部門モデルではここ
は利潤であり、企業の最終目的はここの利潤の最大化に
ある。このように私企業の行動モデルと公共部門の行動
モデルはかなり異なっている。
この公共部門の行動モデルのアナロジーが図２の公
営企業の行動モデルである。公営企業モデルの原資・
inputは公営企業の営業結果による料金収入と公共部門
からの補助金等である。さらに公共部門モデル同様に、
公営企業モデルの事業予算・outputそのもの（準公共
サービスの供給そのもの）が公営企業の目的に該当する。
最後にinputとoutputの差し引きは総務省からの行政指
導はないものの（地方公営企業法には規定されている）、
ほとんどの公営企業においてほぼゼロになっている。
以上のモデルで説明したように、公共サービスの供給
そのもの（公共部門の行動モデル）あるいは準公共サー
ビスの供給そのもの（公営企業の行動モデル）が、それ
ぞれの部門の行動目的に該当している。公共サービスあ
るいは準公共サービスの供給の分析に当たっては、私企
業の行動モデルと全く異なるこの行動目的を忘れてはな
らない。

図１　公共部門の行動モデル

図２　公営企業の行動モデル

（出所）上の両図とも筆者作成

②　経済性
地方公営企業は地域住民の日常生活に不可欠な財・
サービスを提供して、その対価を得るという市場メカニ
ズムの中の経済活動である。すると当然、民間企業と同
様の経済合理性の追求と効率的な経営が求められ、非効

率性や放漫経営は廃されるべきである。地方公営企業の
経営原則は公営企業法第３条に、「常に企業の経済性を
発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を
増進するように運営されなければならない」と述べられ
ている。
上記の図２の公営企業の行動モデルにおいてoutputが
その目的であり、右辺の差し引きの利潤に当たる部分が
ほぼゼロになるべく経営されているとすれば、経済性の
具体的内容は下記の２点に集約される。
ア　事業予算・outputの費用効率的な運用と供給
　 　準公共サービスの供給における原料調達、人件費
等の費用効率性の追求、最適な組織運営の構築等。
イ 　inputとしての料金収入（価格設定）と補助金等
とのバランス
　 　準公共サービスの市場における供給価格設定と、
公共部門からの様々な補助金とのバランス等。

③　公共性と経済性の相克
地方公営企業は公共性と経済性とのバランスを取りな
がら活動しなければならない。地方公営企業が経済性を
発揮することでサービスの質を高め、低廉な価格で安定
的にサービスを供給することが、住民の快適な生活を保
障するという公共性の確保につながると考えられている。
地方公営企業の供給するサービスが地域住民の生活に
とって不可欠であり、私企業による供給が適切でない場
合には、地方公営企業によるサービスの供給が期待され、
義務となる。とともに、地方公営企業にはその経済性を
発揮させるため、経営のための権限を有する管理者制度
や独立採算制を採用し経営の自主性を高めるために、特
別会計を設け一般行政とは異なる会計方式を採用してい
る。
公共性と経済性との両立は、料金問題、経営の合理化
等において必ず再燃する問題である。しかし私企業の行
動モデルとはまったく異なる公営企業の行動モデルを、
常に念頭においておく必要がある。

⑵　一般会計との関係

①　管理者制度
管理者制度とは、公営企業においては「公営企業管理
者」を原則として事業ごとに設置し、日常の業務を執行
させるという制度を指す（地方公営企業法第７条）。地
方公営企業の最終的責任者が首長である以上、管理者は、
首長の補助職員であるが、企業の経済性を発揮させるた
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めに、経営に関する大幅な権限が与えられている。
管理者は、地方公営企業の経営に関して識見を有する
者のうちから自治体の長が任命する（法第７条の２）と
され、広く民間からも経営手腕を有する人を選任するこ
とができる。また、その地位を安定させ一定期間経営に
専念できるよう任期は４年とし再任できることとされて
いるが、現状では、地方公営企業の管理者の選任は一般
行政部局からの人事ローテーションの中にあり、必ずし
も経営手腕に着目した選考が行われているわけではない。
この点は今後の大きな問題となろう。

②　独立採算制
地方公営企業における独立採算制とは、自らで経営責
任を負いつつ独自の経営活動を行うことと、収益を上げ
ることではなく、あくまでも経営上の収支均衡を前提と
することをいう。しかしその経営活動には常に前述の公
共性が絡んでくるため、一般会計からの赤字補填が必ず
存在する。このことと民間企業と異なって破産制度のな
いことの２点が、常に完全な独立採算制を脅かし、かつ
放漫経営のそしりをうける原因となっている。
具体的には、公共性の確保のための低廉な料金をどの
ように設定するのかは、極めて困難な問題である。市民
に受け入れられるほど低廉で、かつ経営も安定させるこ
とのできる高額な料金を、どのように探索するのかは難
しい。さらに市場における価格設定といいつつも独占性
の強い市場において、費用効果的な経営を行うことがい
かに困難であるかは、理論と数々の実証分析が教えると
ころである。

⑶　経費の負担区分

①　経費の負担区分とは何か
地方公営企業は表向き、独立採算制を原則とするとは
いえ、それには抜け道がある。公営企業は「その性質上、
当該地方公営企業の収入をもって充てることが不適当な
経費」や、「能率的な経営を行ってもなお十分な費用を
得ることが、客観的にみて困難であると認められる経
費」は、別途充当されるべきであるという「経費の負担
区分」を前提にして、独立採算性の原則が適用されてい
る。実はこの「経費の負担区分」が曲者である。
「経費の負担区分」とは当該公営企業会計と、一般会
計との間の負担区分のことである。公営企業会計は独立
採算制の原則と受益者負担の原則を貫いている。しかし
先に述べたように、「地方公営企業の供給するサービス

は地域住民の生活にとって不可欠であり、私企業による
供給が適切でない場合には、地方公営企業によるサービ
スの供給が期待され、義務となる」ようなサービスであ
る。ということは、公営企業によって供給されるサービ
スは、「もともと採算を取ることが困難なものや、公共
の福祉の見地から採算を度外視しても供給を行うべき
サービス」ということになる。するとこの場合、すべて
の経費を料金収入によって賄うことは困難であるという
赤字経営を前提としていることになる。そこで独立採算
になじまない部分について、一般会計からの負担を認め
るのである。これが一般会計からの経費負担の原則であ
る。
このように独立採算性原則とはいうものの、「経費の
負担区分」を前提にして、地方公営企業がすべての経費
を、その収入によって賄わなくても良いという理由は、
地方公営企業が本来地方公共団体の一般事務とも考えら
れるような仕事を行ったり、企業ベースには乗らないよ
うな活動を、公共的必要性から実施しなければならない
場合があるからである。また、地方財政法第６条但書に
よって、災害その他特別の事由がある場合において、議
会の議決を経た場合には、公営企業会計に対して、一般
会計からのさらなる繰り入れを行うこともできることに
なっている。
しかしなにが「独立採算になじまない部分」であるの
か、その判別は極めて難しい。また、独立採算性の原則
といいながら、「経費の負担区分」を前提にするため、
この点が公共性（各事業法）と経済性（地方財政法）と
の不明確な部分を生み出す原因となっている。さらに責
任体制の不明確化につながり、費用効率的な経営が確保
できるかどうかの問題を発生させることになる。

②　一般会計が負担するべき経費
では地方公営企業の経費のうち、一般会計の負担する
べき経費はどんなものがあるのだろうか。それは以下の
二つである。ただしここで「経費」とは、経常的収支に
おける経費だけを指すのではなく、資本的収支における
支出も含んでいる。したがって単年度の支出だけではな
く長期にまたがった支出も含んだ経費である。
② －１　その性質上、地方公営企業に負担させることが
適当でない経費（行政経費、１号該当経費）
 根拠：公営企業法第17条 第２項 第１号
１号該当経費は地方公共団体の一般行政サービスを、
地方公営企業がその代わりに行っている場合に発生する
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経費であり、一般的には経費の性質上、公営企業の経営
に伴う収入をもって充てることが適当でない経費とされ
ている。これらは、自治体の一般行政事務を公営企業が
肩代わりし、本来の公営企業の活動とはいえない性格の
事務に要する経費で、その活動は給付・対価という関係
で行われる経済活動ではないことから、経費も受益者負
担の原則により料金として回収することが適当でないも
の等が挙げられており、その全額が一般会計において負
担される。
また、企業の性質上、能率的な経営を行ってもなおそ
の経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困
難であると認められる経費で、公営バス、公営病院など
の経費そのものの性質は、受益者負担の原則による料金
によってまかなうべきであっても、現実の問題として経
費の全額を受益者に負担させることが受益者の負担能力
などからみて困難なものとして挙げられている。具体的
には水道事業、工業用水道事業における消防、消火栓に
要する経費、病院事業における看護師養成学校の建設・
運営などがこれに該当する。
② －２　地方公営企業の性質上、当該企業に負担させる
ことが困難な経費（不採算経費、２号該当経費）
 根拠：公営企業法第17条 第２項 第２号
２号該当経費は、経費の性質としては独立採算制と受
益者負担の原則に基づいて、料金で回収するべきもので
あるにもかかわらず回収しえないもの、受益者に負担さ
せようとしても困難なものなどがこれに該当する。
負担区分による一般会計からの負担（上記②－１、②
－２とも）は、独立採算制の原則の例外ではなく、当然
の「経常的、義務的な負担」であり、公営企業の独立採
算制をより強固なものとするために設けられたものであ
ることに注意を要する。特にこの２号該当経費は１号該
当経費と異なり、その経費の全額が一般会計からの支出
とはならず、不足経費部分に限られており、これらの経
費については地方公営企業法施行令第８条第５項に事業
ごとに具体的に定められている。しかし各公営企業にお
いてこの２号該当経費の例示は、１号該当経費の例示と
異なって多くのケースが挙げられており、最終的には
個々の公営企業の実態に応じて各地方公共団体の首長が
個別に判断する以外にないとされている。上で述べてき
た「独立採算になじまない部分」の判断と、「放漫経営
のそしり」を受けかねない部分がこの２号該当経費に集
約されている。

③　負担区分によらない経費の支出
地方公営企業に対する一般会計からの繰出し金は、上
記負担区分による「経常的、義務的な負担（１号該当経
費、２号該当経費）」以外に任意的な繰出しとして、補
助、出資、長期貸付等がある。
③－１　補助（法第17条の３）
災害の復旧やその他特別な事由があるときに限っては、
一般会計等から補助を行うことができる。これは、独立
採算制の原則を破る例外的なものであるが、施設の復旧
等ができなければ住民生活に支障が生じる等の合理的な
理由がある場合には、行政的・財政的に必要な措置をと
ることが公共団体の責務であるという考え方に基づいて
行われている。
③－２　出資、長期貸付（法第18条関係）
公共団体が必要と認めた場合、公営企業に対して一般
会計から出資または長期貸付を行うことができる。この
場合、出資を受けた公営企業は経営の状況に応じて納付
金を納付、長期貸付については貸付を受けた後に、適正
な利息を一般会計等に支払わなければならないこととさ
れている。
③－３　独立採算制と一般会計等からの繰出し
一般会計から公営企業に対する支出において問題とな
るのは、公共団体の判断による任意的繰出しである。一
般会計からの繰出しは、公営企業の非効率から発生した
赤字を漫然と補填することは認められてはいないが、現
実はほとんどの公共団体において赤字補填的な繰出しが
行われてきたことは否めない。しかし、安易に一般会計
等からの繰り入れに依存することは、公営企業の経営の
効率化等、経営努力に対するインセンティブが働かなく
なるばかりか、一般行政から過度の政策的配慮を求めら
れることにより、経営の自主性までをも失う危険性があ
る。また、利用者負担の公平も害するものである。さら
に一般会計の不要な財政負担となり、財政の硬直化につ
ながる恐れがある。
しかし、現実には一般会計から公営企業に向けての赤
字補填の繰出しが慣行化されている公共団体は数多く存
在しており、これを改革することはかなり困難であると
いわざるを得ない。

４　公営企業の料金設定⑷

⑴　原価方式

公営企業の料金設定は原価方式で設定されている。原
価方式とは、独占的価格となる地方公営企業の料金に対



－ 9 －

VENTURE BUSINESS REVIEW 追手門学院大学
ベンチャービジネス研究所臨時号

して、「企業として原価を償い生産を継続するに足る程
度の水準があれば良い」という枠をはめることにより、
不当な儲けすぎを排除するものである。つまり、「経営
に要する費用」（一般行政部門からの外部性等による負
担部分を除く）＝「料金対象経費」とする考え方である。
この原価方式によることで以下のような効果が得られ、
公正妥当な料金対象経費の積算が可能となるのである。
① 　独占による不当な利潤の上乗せという影響を排除
することができる。
② 　経費項目を明確にできるため、無用な経費の混入
を避け易く、料金対象経費を明確にできる。
③ 　経費の性質分析を前段階で行ってから積算するの
で、行政部門の負担部分の分離が明確にできる。
しかし逆に考えるとこの原価方式は「少々、経営効率
性、費用効率性が悪くとも、原価・賃金が補償される」
という論理になり、「放漫経営の放置」につながること
になる。この「独占市場における原価方式」は功罪相半
ばする方式である。

⑵　三段階の決定基準⑴

一般に、市場競争原理の働かない独占体制において、
サービスの供給者と価格決定者が同一である場合、サー
ビスの価格は不公正、不公平となる恐れが大きい。そこ
でこのような弊害を回避するために、地方公営企業の価
格決定には厳しい規律が課せられている。その規律とは、
地方公営企業法第21条第２項であり、料金は、①公正妥
当なものでなければならず、②能率的な経営の下におけ
る適正原価を基礎とし、③健全な運営を確保できるもの
でなければならない。とされている。したがって妥当な
料金決定に際しては、この三段階における決定基準が求
められてくる。しかしこの判定は現実には困難である。
①　料金の公正妥当なこと
「公正妥当」という意味は、公営企業がその料金で原
価を償い、サービスを生産・販売していけるものであり、
同時に消費者は料金にふさわしいサービスの提供を受け
ることができる、生産者・消費者の両者に、調和の取れ
たものでなければならない、とされている。さらに公営
企業の料金体系を利用して、所得の再分配など利用しよ
うとする場合、料金体系全体として調和の取れたもので
なければならないともされる。
しかし考えてみればすぐに理解できることであるが、
「生産者・消費者の両者に調和が取れ、さらに体系全体
として調和の取れた」料金体系などを人為的に設定でき

るはずがない。かって共産主義社会を構築していたソビ
エト連邦においては、資本主義社会における市場を形成
せずに、「生産者・消費者の両者に調和が取れた」料金
体系を、政府の指示で人為的に設定しようとして、結局
失敗したことは我々の記憶に新しい。

②　能率的経営を前提としての原価方式
決定基準の第２は「原価方式」である。これには「能
率的経営」という但し書きが付く。放漫経営の結果を償
うことは許されない。この点が昨今の「地方公営企業へ
企業経営を導入する」という民営化の傾向へとつながっ
ている。
ところでこの「原価方式」にはややもすれば誤解が伴
う。消費者は「サービスの利用料金は安ければ安いほど
よい。」と考えがちであるが、これは間違いである。原
価を償えないような安い料金では、公営企業のサービス
供給は長続きしない。もちろん一般会計から補填すべき
赤字（経費の負担区分に基づく）もあるが、すべての赤
字を一般会計から補填すればよいというものでもない。
また、「原価方式」は、原価を総合的に考えても良く、
個別のサービスごとに、原価に基づく価格設定をしても
よいとされている。言い換えると「内部補助」も想定さ
れている。さらに能率的経営を行っても赤字が発生する
場合には公営企業の料金は高く設定するべきである。

③　健全な運営の確保（事業報酬）
公営企業の「原価方式」における原価は、事業報酬や
資本報酬を含んでいない。このように公益事業料金にお
いて一般に使用される、適正利潤を含んだ意味での「総
括原価」よりも狭い意味で使用される。すなわち同じ
サービスを公営企業と公益事業とで供給するとすれば、
適正利潤を含まない分だけ公営企業の原価は小さく、そ
の分、価格は低く設定されるべきであるということにな
る。
しかし公営企業が長期にわたって健全な経営を確保し、
消費者の需要に応えるためには事業報酬が必要である。
それは利潤を挙げ、株主配当や職員の給与の増額に資す
るためのものではなく、膨大な固定設備の更新ための、
長期投資に使用する内部留保と考えるべきである。危険
や災害に備え、円滑に再投資していくためには自己資本
の充実を図る必要がある。公営企業理論において事業報
酬をどのように料金に参入するかは、いまだ定着した考
えはない。しかし公営企業において「健全な経営」を目
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指すのであれば、公益事業とは異なる意味での事業報酬
についての考え方を早急に確立するべきであろう。

⑶　料金決定の制度の概要⑶

公営企業の具体的な料金制度について、水道事業を例
に取りつつ料金決定の制度を概観してみよう。水道事業
は、まず水道事業の基本法たる水道法によって規制され
る。次に前節で説明したように地方自治法によって規制
される。最後にもちろん地方公営企業法によって規制さ
れる。これらが水道事業の制度としての根拠法令である。
また料金の決定については議会の議決が必要であり、水
道法を管轄している厚生労働省へ届ける必要がある。こ
の根拠は水道法第14条第２項にある。また、地方公営企
業が供給しているサービスの料金は原価方式によって算
定される。この原価方式の根拠は水道法第14条第４項に
ある。これらの関係を次の図３に簡略に示した。他の公
営企業の料金制度についてもこの水道事業の制度に酷似
しており、事業法（水道法）、地方自治法、地方公営企
業法のコンビネーションになっている。

図３　水道事業
水道事業（地方公営企業）（各根拠法令）

（出所）筆者作成

⑷　総括原価方式

①　公営企業の総括原価方式とは
公益事業における総括原価方式とは、適正な原価（効
率的に事業が行われた場合に要するであろう総費用）に、
適正な事業報酬（事業の健全な維持・発展に必要な資本

調達上のコスト）を加えたものが、総収入に見合うよう
に料金を設定する方式である。ところで最近では地方公
営企業においても、この方式を採用する例が出てきた。
この方式は次のようなものである。まず図４のように、
人件費、修繕費、減価償却費などで構成される営業費用
と、資本費用で構成される総原価を確定させる。資本費
用はいくつかの計算方法があるが、資本費用＝支払利息
＋資本的収支不足額（すなわち資産維持費）－減価償却
費等が一般的な計算方法である。この総原価は、［公営
企業としてなすべき努力を行った上での］原価として定
義される。この総原価に適正利潤（事業報酬）を加えた
ものが、「総括原価」として定義される。この総括原価
を地方公営企業の課す料金でどこまで回収するかが、公
営企業の料金問題である。しかし公営企業の適正利潤
（事業報酬）とはなんであろうか。

図４　総原価、総括原価の図解

（出所）筆者作成

②　総括原価方式の計算方法⑷

総括原価方式の場合には、私企業のような限界費用価
格形成ではなく独立採算制の解すなわち平均費用価格が、
現実的に妥当な価格形成政策となる。この場合、上記の
適正利潤（事業報酬）の計算が問題となる。
第１の方法は、旧来、実施されてきた「積み上げ方
式」である。料金算定期間直前の資本と負債の構成とそ
の額を前提として、それぞれに必要な事業報酬を算定し、
これを加算する、という方法である。この方法は、料金
算定期間直前の資本構成に応じて支払利息や配当金（納
付金）等を算定し、その合計額を事業報酬とする。この
ため資本と負債の組み合わせが最低の費用となるような、
最適構成ができない。これが資金調達を効率化する誘因
を、公営企業側に引き起こさないといううらみを持つ。
この欠点を修正するために採用されてきたのが、第２
の公正報酬率規制方式である。この方式は、事業に投下
された「真実かつ有効な財産価値」（事業資産）に対し
て、一定の報酬率を乗じた額を事業報酬とするやり方で
ある。この場合、事業資産とは、公営企業の事業運営に
必要な資産のみを指し、それ以外の資産を除いた、一般
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に当該公営企業の貸借対照上の固定資産である。また、
未完成設備および建設仮勘定のうち、未稼働の資産を除
いたものである。ただし運転資本とその他資本（特に収
益姓のない出資勘定）を含んでいる。この事業資産を
レートベース（V）と呼び、これに公正報酬率（ ）を
乗じる。
公正報酬率の算式は以下である。ここでDは負債資本、
i は利子率、Eは自己資本、 f は利益率である。利子率
には長期資金借入利子率、利益率には長期預金利子率な
どが用いられる⑸。

f＋＝ V
Ei

V
D

料金収入として回収が認められる分をTRとすると、
公正報酬率規制では、TR  E＋（ －D） でフルコ
ストが計算される仕組みである。ここで、E：営業費、
：使用資産価値額、D：減価償却累計額、 ：公正報

酬率である。上式では（ －D）がレートベース（V）
と呼ばれる部分である。この方式が最近の公営企業の適
正利潤（事業報酬）の計算の主流である。しかしこの方
法でもってしても営業費用の費用効率化へのインセン
ティブは働かない。

③　公正報酬率規制のメリットとデメリット
この公正報酬率規制のメリットは
ア　料金算定の根拠が比較的分かりやすい。
イ 　事業者が過大な利益あるいは損失を生じることな
く公正な報酬を確保できる。
ウ　消費、者が過大な料金負担を負うことがない。
エ 　安全性やサービス向上のための長期的な設備投資
への誘因が働く。
 等がある。

その反面、公正報酬率規制方式には、以下のような問
題点が指摘されている。
ア 　事業者の効率化努力により原価が節減されれば、
それに応じて料金を引き下げることとなるため、効
率化のインセンティブが働きにくい。
イ 　行政当局は、事業者の申請内容に基づき、その原
価が適正かどうかを判断するが、原価に関する情報
は事業者に偏在していること（いわゆる「情報の非
対称性」）により、その原価が徹底した事業の合理
化を前提とした、適正な原価であるかどうかを判断
することが難しい。

ウ 　行政当局側の査定コストや申請者側の資料提供コ
ストが膨大になる。
エ 　基本的には、共通費を含めて全ての費用を各サー
ビスに按分・配賦した上で特定の料金設定がなされ
ること、申請や査定に時間がかかること等により、
事業者が物価上昇等の経済情勢や、市場の変化に応
じて柔軟に料金設定することが困難である。
オ 　公正報酬率規制は、我が国でも電気・ガス料金、
大手民鉄運賃等で採用されているが、過度に資本集
約的な生産方法を採用しようとする誘因が与えられ
る可能性がある（アバーチジョンソン効果）。
 等である。
さらにこれら以外にも、
カ 　原価等の裏付けに基づく価格設定方式をとってい
るものの、運用上必ずしも原価等の実態を反映して
いない。あるいは、その決定に至るプロセスが必ず
しも透明でない。
という指摘もある。

以上が地方公営企業の現状に関する説明である。以下
では地方公営企業の経営戦略について述べよう。

５　地方公営企業の経営戦略

⑴　「公共性」の検討

公営企業の経営戦略の検討に当たって、最初に考察す
るべき点は上記第２節の最後に挙げた公営企業の存立基
盤である。とりわけ公営企業と民間企業との４つの違い
のうちの最初の２つの点である。
ア 　地方公営企業は利潤の獲得・増大を目的としてい
ない。
イ 　地方公営企業の目的は、地方公共団体の行政目的
と同様に、地域住民の福祉の増大にある。
地方公営企業は、「住民の間に大きな需要がありなが
らも、民間企業の進出が期待できない分野において、採
算性を犠牲にして進出するべき役割」を担っている。い
いかえれば、採算性によって供給そのものが左右される
民間企業には、その供給をまかせられないようなサービ
スを供給することが、地方公営企業の役割であり、これ
が公営企業の保持する最低限の「公共性」であるといえ
よう。すると社会の変化や技術進歩、市場構造の変化な
どによって民間企業の進出が期待でき、市場が構成され
る可能性ができてくれば、公営企業はもはや解散して良
いという結論も生まれてくる。
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公営企業の存廃には、この「①民間企業の進出と ②
市場形成の可能性」の検討が必要である。この最低限の
「公共性」に付加して、「③地域住民の福祉水準」の低
下がないかどうかも検討する必要がある。これらの①～
③の考察・検討は公営企業の存廃審査のさいの出発点で
ある。にもかかわらず現行の公営企業の民営化の検討の
さいには、上記①、②の考察は「社会情勢の変化」等で
お茶を濁し、③の考察は省略し、公営企業会計の赤字に
よる維持不可能性、一般会計からの赤字補填の継続不可
能性の議論から出発するきらいがある。公営企業存廃の
検討に当たってそれは大きな間違いである。例えば大阪
市における交通審議会の公営バス等の廃止の議論の際に
は、③の考察は具体的にはなされておらず、「公営バス
の廃止後、数年間は民間バスで代替できるので、その後
も大丈夫だろう」という見込みで廃止が検討されている。
弱い根拠に基づく存廃の議論は危うい結果を招く。
地方公営企業に係る様々な経営戦略について後述する
が、「公共性」の検討という段階で考えると、各地方公
共団体において公営バスが廃止されつつある反面、技術
進歩の著しい水道事業が相変わらず公営企業であること
には違和感を感じる。公営バスが廃止された地域に、民
営バスが市からの補助金なしに直ちに進出したという例
は聞かない。ということは公営バスの廃止された地域に
おいては民間企業の進出はなく、市場形成の可能性も少
なく、したがって地域住民の福祉水準は低下していると
いわざるを得ない。これに対して水道事業は技術開発の
進展により、民間企業の水道事業分野に対する進出の意
欲は高い。すなわち水道事業については民間企業の進出
機運と市場形成の可能性は極めて高い。にもかかわらず、
相も変わらずに水道事業はほとんど公営企業で占められ
ている。問題は地域住民の福祉水準の増進につながるの
かという「公共性」の面からの検討が必要である。

⑵　経営評価指標を考える

公営企業の経営評価を行う際の重要なものに経営評価
指標がある。いうまでもなく私企業はその目標は利益
（収益－費用）追求にあり、私企業にとって利益率は経
営の良し悪しを示すもっとも大事な指標である。私企業
の利益水準を評価する指標として、各産業共通のものでは
①　 売上高利益率（％）：（利益（収益－費用）／収益
（売上））×100

②　 資産利益率（％）：（利益（収益－費用）／事業資
産）×100

などがある。
　これに対して地方公営企業の経営指標は種類の異なる
事業間共通の指標として以下のものがある。もちろんこ
れ以外にも各事業に応じて様々な独自指標が存在してい
る。
③　総収支比率（％）：（総収益／総費用）×100
④　経常収支比率（％）：（経常収益／経常費用）×100
⑤　 営業収支比率（％）：（営業収益－受託工事収益）
／（営業費用－受託工事費用）×100

⑥　 累積欠損金比率（％）：累積欠損金／（営業収益－
受託工事収益）×100

⑦　 不良債務比率（％）：不良債務／（営業収益－受託
工事収益）×100

⑧　 資金不足比率（％）：（流動負債－前年度同意等債
で未借入等額）＋建設改良費等以外の経費に対する
地方債現在高－（流動資産－当年度に繰り越される
支出の財源充当額）／（営業収益－受託工事収益）
×100

このうち、公営企業の経営評価指標として最も基本的
なものは③総収支比率と④経常収支比率である。③総収
支比率とは総収益と総費用を比較したもので、100％を
超える数値が高いほど経営状況が良好とされる。法適
用企業の場合、100％以上であれば純利益が生じており、
100％未満であれば純損失が生じていることになる。ま
た、④経常収支比率とは企業の収益性を示すもので、経
常費用が経常収益によってどの程度賄えているかという、
経常費用に対する経常収益の割合である。いずれの指標
も100％を超えると健全であるとされる（法非適用の事
業は、総収益を総費用と地方債償還金とで除して（収益
的収支比率）算出する）。
ところでここで私企業の比率と公営企業の比率を比較
して注意するべきことがある。それは例えばもっとも基
礎的な比率である上記の①と③とを比較すると理解でき
る。どのような指標でもターゲットとなる数値は分子に
置く。①売上高利益率の分子は利益（収益－費用）であ
り、③総収支比率の分子は総収益である。すなわち公営
企業の経営評価指標は「利益・利潤」ではなく、「収
益」そのものであることに注意してほしい。両指標の分
母はそれぞれ「収益」であり「総費用」であり、異なっ
た概念である。しかし利益 ０と考えれば「収益」
「総費用」と、近似的値となる（私企業の経営判断のマ
イナーな指標として、総費用営業利益率（営業利益／総
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費用（売上原価＋販売管理費））があり、この場合には
総費用そのものが分母に現れる）。

いずれにせよ私企業の基礎的分析指標のターゲットと
なる分子には必ず「利益」が出現し、公営企業のそれに
は必ず「収益」が出現する。しかも公営企業の基礎的経
営指標である③総収支比率と④経常収支比率は、１未満
になること（赤字経営）はできれば避けることとされて
おり、１を超えること（黒字経営）が期待される。私企
業とは全く異なる公営企業のこの経営目標から読み取れ
る姿は何だろうか。それを前述の図２をもっと簡略化し
た図５で示した。私企業は利潤最大化行動をとるのに比
較して、公営企業は財・サービスを供給すること自体を
目的としている。従って公営企業は利潤を上げることを
目的とせず、財・サービスを供給したのちは、投入要素
の購入に必要な費用と産出物の供給によって得られる収
益（公共料金収入）を、バランスさせる（総収支比率を
ほぼ１にする）ように行動する。これが公営企業の目指
す「独立採算制」である。様々な資金源から原資を調達
し、財・サービスを供給する。最大の目的である財・
サービスを供給したのち、できる範囲で費用最小化する。
これが公営企業の現実の行動パターンである。
この公営企業の目的と行動パターンは地方公共団体の
行動パターンに類似している。公営企業の基本的な経営
評価指標である③総収支比率と④経常収支比率に類似し
た、公共団体における指標は実質収支比率と経常収支比
率である。これらは公営企業における指標とは定義が少
し異なるものの、財・サービスを供給したのちは指標を
ほぼ１（３～６％程度の黒字）にすることが要求される。

図５　私企業と公営企業の行動パターンの違い

（出所）上の両図とも筆者作成

経営評価指標上から考えると、公共団体も公営企業も
利潤を上げ、儲けることは基本的に許されていない構造
になっている。産出物（公共団体の場合には公共サービ
ス、公営企業の場合には準公共サービス）を供給したの
ちには収支をバランスさせ、ほんのわずかの黒字（ほぼ
３～６％程度の黒字）にすることが、地方財政法（公共

団体）と地方公営企業法（公営企業）によって規定され
ている。これが公営企業に要求される「経営評価指標上
の公共性」である。次の図６は2013年度の地方公営企業
年鑑による地方公営企業法適用企業の経常収支比率の最
近５年間の推移を示している。これを見ると経常収支比
率は100％（すなわち１）前後に集中しており、儲ける
ことが許されていない（赤字は「しかたがない」として
許される）。ほんのわずかの黒字が望ましいとされる公
営企業の状態をよく体現している。

図６　法適用企業の経常収支比率（事業平均）の推移

（出所）地方公営企業年鑑2013年度版から筆者作成

図７　法適用企業の料金収入と営業費用の比率
（事業平均）の推移

（出所）地方公営企業年鑑2013年度版から筆者作成

図７は、同じ地方公営企業年鑑による全事業平均の料
金収入と営業費用（職員給与費、減価償却費と支払利
息）との比率の推移である。これを見ると明らかに営業
費用は料金収入だけでは賄われておらず、他会計（主に
一般会計）からの繰入金に、かなりの部分を依存してい
ることが理解できよう。
現在、公営企業に関する経営の合理化や改善策の追求
が盛んになされているが、もし公営企業に対して私企業
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並みの経営成果を求めるとすれば、その評価指標と行動
パターンから変更する必要がある。そして繰り返しにな
るが、経営目的である財・サービスの供給そのものが、
果たして市民生活の福祉水準の向上に役立っているかを、
常に検討する必要がある。

⑶　経営努力

現行の地方公営企業にとって経営努力をするべき分野
は極めて多い。それは
①　２号該当経費の情報公開
前の第３節で述べた「経費の負担区分」の内の、放漫
経営になりかねないとされる「独立採算になじまない」
かどうかを判断する、２号該当経費を圧縮する必要があ
る。前述のように、各公営企業においてこの２号該当経
費は、最終的には個々の公営企業の実態に応じて各地方
公共団体の首長が個別に判断する以外にないとされてい
る。またこの負担区分による繰出しに係る経費の一部は、
国から地方交付税等により補填されている。すなわち緩
い基準で２号該当経費扱いして経費負担し、その額を交
付税による補填を期待するという安易な支出も考えられ
る。もちろん地域住民の福祉水準の増進につながる２号
該当経費も考えられよう。しかし公営企業を担当する委
員会に参加する議員においておや、この経費の存在を知
らないことも多い。この部分の経費の公開を行い、市民
の監視に委ねることが必要であり、これが結果的に厳し
い経営努力につながることになる。

② 　負担区分によらない経費負担についても支出を圧縮
する
第３節で説明したように一般会計からの繰出し金は負
担区分による操出し以外に、任意的な繰出しとして補助、
出資、長期貸付等がある。災害の復旧や大規模固定資産
の建設・修理・復旧等の特別な理由があるときの、一般
会計からの補助や出資または長期貸付はいたしかたがな
い。しかし経費圧縮の自己努力を怠り、漫然と赤字補填
のための繰出しを行うことは許されない。民間企業並み
の激しい経営努力を実施することが必要である。
また、一般会計を運営する首長、議会等からの過度の
政策的配慮を排除する必要がある。かっての国鉄民営化
の理由の一つになった、国会議員から国鉄に対する過度
の政治的要求まがいのことを、地方公営企業に求めては
ならない。首長や議会にとって、公営企業が自分たちの
要求を簡単に通してくれる財布代わりにするべきではな

い。

③　総括原価方式の変更⑹

費用削減のためには、総括原価方式を変更してインセ
ンティブ規制方式を導入することは大きな意義がある。
インセンティブ規制とは、当局により一方的に定められ
る一律的なルールではなく、事業者に対し自主的な経営
効率化の努力をさせる誘因（インセンティブ：incentive）
を持たせる規制方式の総称である。発生した総原価を基
準に定める総括原価方式で決定した場合、規制対象業者
はコストを低減しても、利益は一定のため、コスト低減
のインセンティブが働きにくい。これを改善するためコ
スト低減分が自らの利益になるような形式に変更した
ルールをインセンティブ規制と呼ぶ。このインセンティ
ブ規制方式にはいろいろなものがあるが、主なものは
ヤードスティック方式とプライスキャップ方式である。
以下でそれを解説しよう。
③－１　ヤードスティック方式
ヤードスティック方式は、事業者間の擬似的な競争状
態を作り出すことによって市場原理の代用とする手法の
一つである。具体的には、ある業種についてこれをひと
まとまりにし、平均などをとってヤードスティック（基
準）となる費用を算出する。次に、その基準を上回る分
については料金対象経費に組み込めないとするというも
のである。こうすることによって、基準を超える非効率
部分については料金を回収できないことから、必然的に
効率化を促進しようというものである。例えば総経費に
ついて、ヤードスティック方式を適用した場合を下の図
－５に示す。
Ａ、Ｂ、Ｃの３市の同一事業の公営企業（例えば交通
事業）を考えよう。全国の同一事業の平均的な総経費の
95％程度を「効率的な総経費の基準（ヤードスティッ
ク）」とし、これを横線で示した。この基準を超えてい
る公営企業ＡとＢとの総経費分は料金対象経費に組み込
めないとすれば、両企業は経費削減せざるを得ないこと
になる。公営企業Ｃは「効率的な総経費の基準」以下で
あり、「効率的な総経費の基準」をすべて料金対象経費
に算定できるとすれば、より少ない総経費で、高い料金
を実現できることになり、経営には有利である。このよ
うに、ヤードスティック方式は相対的に過剰になってい
る経費が原価から除外されることから、効率化によって
過剰な経費を吸収するインセンティブを働かせる効果が
あるとともに、結果として事業者間の間接的競争を促す
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効果がある。現在、日本の鉄道運賃（鉄道事業法）の査
定が、このヤード・スティック方式によって行われてい
る。ただし、ヤードスティック方式を有効なものとする
ためには比較対象が必要であることから、同様のサービ
スを提供する事業者が複数存在し、なおかつそれらのコ
スト条件がほぼ同一でなければならないという制約はあ
る。

図８　ヤードスティック方式の例

③－２　プライスキャップ方式
プライスキャップ方式は上限価格規制とも呼ばれてお
り、原価の積上げという原価主義によらず、外性的な数
字に基いて価格の上限を定めることにより事業の効率化
を促す方法である。この方法は、料金の上限そのものを
規制するのではなく、料金の変化率の上限を規制すると
いう方式をとる。
具体的には料金の改定率を、物価指数の上昇率
（RPI）から事業の生産性向上率（X）を引いたもの以
下に抑えるものである（料金改定率＝RPI－X）。この
方式は、改定率上限の範囲内であれば個別の料金を事業
者の判断で決定できるということで、事業者の経営効率
化へのインセンティブを促そうというものである。すな
わち、規制の対象となる全サービスの料金から計算され
た料金指数の現在値をPt、値上げ後の料金指数をPt＋1
するとき、公営企業の申請した料金値上げが下記の式を
満足すればPt＋1は許可される。

t

tt
P
P－ －P +1 XRPI

プライスキャップ規制方式は、電気通信事業における
NTT地域通信会社に対して、導入されている。

④　管理者に人を選ぶ
公営企業の管理者は首長の補助職員であるが、企業の
経済性を発揮させるために、経営に関する大幅な権限が
与えられている。都道府県では「公営企業管理者」とし
てただ一人だけの選任が多いが、市町村では各事業ごと
の管理者が設置されている例が多い。前節で説明したよ

うに、現状では管理者は一般行政部局からの人事ロー
テーションの中にあり、年功による報奨的配慮の人事政
策がなされており、必ずしも経営手腕に着目した選考が
行われているわけではない。これを広く公募し、民間か
ら経営手腕を有する人を選任するべきである。特に企業
経営の経験のある人を選び、一定期間（最低でも任期４
年）は経営に専念できるようにするべきであろう。
外部からの人材導入が全国に数人だけという程度では
公営企業の経営改革は困難かもしれないが、全国の公営
企業管理者の多くが企業経営者の出身者から選任される
という段階になれば、大幅な経営努力が期待されるであ
ろう。公営企業管理者にこそ経営能力のある人材を導入
するべきである。

⑷　産業組織論から考えた経営戦略

① 　潜在的な競争相手の確認
　　　（コンテスタブル理論の応用）
かって自然独占理論を理解するための新しい理論とし
て注目されたコンテスタブル市場理論があった。コンテ
スタブル市場とは、参入障壁が存在しないにもかかわら
ず、潜在的な新規参入者が合理的に参入しないという判
断を下すことが可能である市場のことである。これはサ
ンクコストや維持可能解の条件設定に厳密なものがあり、
現実への適用は困難視された。しかし公営企業の経営戦
略上、コンテスタブル市場理論が役に立つ部分がある。
それは、公営企業の経営分野において参入障壁をはずし
たらどうなるかを考えることである。
例えば公営バス事業において参入障壁をはずした場合、
類似地区に民営バスが参入してくるか、公営バス事業が
一部撤退した場合、同じ地区に民営バスが代替するか、
一部もしくはすべてを民営バスに肩代わりしてもらえる
か等を検討し、思考実験することは重要である。
小泉改革の一つとして2006年に導入された、市場化テ
スト（競争の導入による公共サービスの改革に関する法
律に基づく）がある。これは民間にできることを行政が
独占しているとの批判や、財政赤字が膨らむ中で公的
サービスをもっと効率化すべきである、といった議論が
あり、この考えに基づいて行われる官民競争入札制度の
ことを指している。この市場化テストは導入後８年を経
過したが、必ずしも成功しているとは言い難い。しかし
公営企業の自然独占企業としての参入障壁をはずし、民
間企業が参入してきた場合にも生き残ることのできる余
地はあるのかどうか、民間企業が参入してきても、民間
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企業とは異なる見地から残す必要のある事業かどうか等
を、部内で思考実験する必要があろう。このことによっ
て今まで不透明だった公営企業のサービスの内容やコス
ト構造を透明化することができよう。

②　新しい市場を形成する
水道事業を考えよう。現在、日本の公営水道事業はじ
り貧に陥っている。この最大の要因は、公営水道を家事
（皿洗い）、洗濯、洗面、シャワー、風呂、洗車、トイ
レ等には用いるが、水道水そのものを直接には飲料しな
いという、若い世代の水離れである。蛇口をひねればそ
の水を飲料できる国は、アジアにも世界的にも少ない。
筆者はかってオーストラリア国内で、マレーシア人から
「マレーシアでは水道水を直接、飲むことができる。イ
ンドネシアでは飲めない」と誇らしげに言われたことが
あった。日本では若い世代を中心にミネラルウオーター
が買われており、「水道水を直接、飲むことができる」
という、日本の水道事業の大きなアドバンテージを失い
つつある。公営水道事業者の努力不足である。
かって大阪市水道局のヒット商品に「ほんまや」とい
うペットボトル水があった。大阪市水道局が浄水技術と
水道水の安全性をPRするために売り出していたもので
あり、500㎖、100円で発売した2007年から2012年の間に
約200万本を販売している。さらに2011年に国際的な食
の品評会「モンドセレクション」の金賞を受賞している。
しかし橋下氏が大阪市長に就任直後の2012年１月に「も
うかってもいないのに売る必要はない。民業圧迫だ」と
販売中止を決めた商品である。
水道技術の開発の宣伝とミネラルウオーターに比較し
ても遜色のない味とを誇った、このようなヒット商品の
開発こそが、水道事業の新しい市場の開発に必要であり、
市場が次第に縮小していくじり貧を救うものである。橋
下大阪市長の決定は基本的に間違っている。
阪神間では企業が地下水を利用する例も多いが、地下
水の利用に関しても水道局が一元化してコントロールす
る必要がある。大企業が地下水を利用する際には、その
副次的課題として地盤沈下があり、下水道への新たな付
加がある。この二つのデメリットを野放しにせず、各企
業の地下水の自由な汲み上げをコントロールすることが、
水道局の新たな市場開拓への余地を残している。
交通事業においては現在、公営バスに使用されている
大きなバスだけではなく、小回りの利く小型バスの運行
も考える必要があろう。コストパフォーマンスの良い、

細い路地にまで進入できるバスの利用を考えるとともに、
鉄道、タクシー業界との空間的、時間的なシームレスな
移動も考える必要がある。空間的なシームレスの移動は
現在いくつかの都市において考えられているが、夜11時
ころまでは公営バスで対応し、11時以降は同じ路線を乗
合タクシーで、バスとほぼ同一の料金で応対するという
時間的にシームレスな対応も、今後は考える必要があろ
う。あるいは現在、大阪駅前から阪急バスで実施されて
いるような、深夜11時半以降における大阪、京都、三宮
駅前といったターミナルから住宅地へ向けた直通バスの
運行なども、公営企業として考慮する余地はあろう。
新しい市場を形成するあるいは追求する方法の、手ご
ろな指標は「需要の価格弾力性」を検討することである。
「需要の価格弾力性」とは、価格の変動によって、ある
製品の需要や供給が変化する度合いを示す数値である。
需要の価格弾力性は、需要の変化率／価格の変化率の絶
対値で表される。例えば、ある製品の価格を10％値上げ
したときに、需要が５％減少したとすると、この場合の
価格弾力性は0.5となる。

需要の価格弾力性＝ －需要の変化率／価格の変化率

（定義上、必ずマイナスを付ける）

この値が１より大きいと「弾力性が大きい」といい、
１より小さいと「弾力性が小さい」という。価格弾力性
が小さい場合は、価格を変更してもほとんど需要は変化
しないが、価格弾力性が大きいと、価格が変わると需要
が大きく変化する。通常、コメや野菜などの生活必需品
は価格弾力性が小さく、宝飾品などの贅沢品は価格弾力
性が大きいといわれる。これを公営バス事業へ応用する
と、朝晩の通勤や高齢者の病院への通院、高校生の通学
等の必需路線は価格弾力性が小さく、鉄道、自家用車等
の代替機関が存在する路線における価格弾力性は大きい
ことになる。価格弾力性は顧客セグメントによっても変
化する。例えば定期券購入者の弾力性は小さく、乗車券
購入者の弾力性は大きい。この需要の価格弾力性を横目
でにらみつつ、新しいサービスや新しい市場を形成する
ことは重要である。

③　規模の経済性・ネットワークの経済性の追求
規模の経済性とは産業全体ではなく企業ごとに考える
指標である。理論的には、公営企業において各生産要素
をすべて t 倍投入したときに生産物が t 倍を超えて増加
することをいう。しかしそれほど理論に忠実に考えなく
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ても、「事業規模の大きさによって低コストを実現する
ことにより、事業を経済的に運営することが可能になる
こと」と考えれば良い。
コストは、財・サービスの生産量には関係ない固定費
（固定施設の建設・維持のための資本費）と生産量に比
例する変動費（生産するための原材料費）に分けられる。
財・サービスの生産量が増えれば財１単位当たりの変動
費はあまり変化しないが、財１単位当たりの固定費を下
げることができる。つまり生産量を増やす（規模を大き
くする）ことによって、低コストを実現することができ
るようになる。これが簡単に考えた規模の経済性である。
また、生産規模が大きくなれば変動費にも規模の経済性
が働くことがある。生産量が増えれば、原材料の仕入れ
先の企業にも規模の経済性が働き、原材料の仕入原価が
下がるため、自社のコストを削減することができるよう
になる。
一般的に財・サービス当たり、あるいは事業ユニット
あたりの共通コストが個別コストに比べて大きい事業に
は規模の経済性が働く。すなわち共通コストの有無・大
小が規模の経済性のキーポイントである。その逆だと全
く規模の経済性が働かないないどころか、逆に規模が大
きくなってコスト高になる場合もある。この場合、規模
の不経済性が働いているという。
ネットワークの経済性の概念は、もともと航空輸送業
の費用効率性の判定に用いられたものである。「大規模
なハブ・スポーク構造を形成している航空輸送業社や、
発着陸空港数の多い航空輸送業社が低コストを実現でき
て、事業を費用効率的に運営することができる」と考え
るのがもともとの発想である。この発想であれば規模の
経済性の概念とほとんど変わらない。規模を大きくする
かそれともネットワークを組むかの違いだけである。
しかしこの概念が「ネットワーク」という言葉から通

信業へ適用された結果、ネットワークの外部性（Network 
Externalities）という概念が生まれた。このネットワー
クの外部性は少し異なる概念である。ネットワークの外
部性は、ネットワークの参加者にとっての便益は参加者
が多ければ多いほど増加していくという考え方である。
例えばパソコンのプラットホームソフトとしてウインド
ウズとマックがある。このように選択肢が複数あるよう
な場合で自分が本当に利用したいものがあったとしても
（マックを使いたいと思っても）、他のより多くの人が
使っているものに合わせて（ウインドウズを使っている
人が多い）、自分もその財・サービスを選択するような

結果を選択する。すると、より多くの人が使っている
ネットワークに参加することによって多数の有利性を享
受することができる。これが「ネットワークの外部性」
である。最近ではこのネットワークの経済性とネット
ワークの外部性が混同して用いられる例が多い。以下で
はネットワークの外部性は考慮せずにもともとのネット
ワークの経済性の視点で考察する。
規模の経済性は、一般的には資本費用の大きな産業す
なわち費用逓減産業に働くことが多い。言い換えると公
営企業や公益事業は規模の経済性を効果的に利用できる
産業である。公益事業は電力産業に代表されるように、
この規模の経済性を上手く利用して、施設・資本を大規
模化するとともに大規模ネットワークを組んでいる場合
が多い。しかし公営企業は今のところ、この規模の経済
性・ネットワークの経済性を利用しているとは言い難い。
公営企業における規模の経済性の利用方法としては、
交通事業・水道事業の大規模化が考えられる。例えば公
営バス事業を展開している公共団体は、ほとんど大都市
である。しかしモータリゼーションの進展のために、大
都市といえども公営バス事業の黒字運営は困難になって
おり、事業の縮小や廃止を検討している都市は多い。将
来を考えれば高齢化が進み、運転免許を返却する人が多
くなるであろうし、環境問題を考えた新しいライフスタ
イルのもとで車を持たないという選択をする若年層も多
い。と考えてくれば公共交通の重要性は今後、増大する
といえよう。交通事業の生き残り作戦は、単一の都市を
考えるだけでなく、周辺市町村を巻き込んだ交通ネット
ワークを組み、大規模化することを考える必要がある。
交通事業を持つ市はほとんどの場合、地域の中核都市で
ある。周辺から中核市へ通勤・通学客が多いと考えられ、
周辺市町村も居住している市民が隣接の中核市へ移動す
るための交通機関を確保すると考えれば、隣接の中核市
が経営している交通事業へ出資する理由も考えられる。
水道事業はもう少し困難である。交通事業に比較して
その維持のためには遥かに大規模の資本費用が必要とな
る。このため小規模の市町村においてはこの維持が誠に
困難である。であるにもかかわらず、水道事業は水道法
によって各市町村ごとの運営に限定されている。この抜
け道は一部事務組合を設置することで切り抜けることが
できる。消防・病院・退職金・福祉等で設置されること
が多い一部事務組合を水道事業においても設置し、埋設
水道管ネットワークという固定設備を大規模化する必要
がある⑺。
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④　多角化の追求と範囲の経済性
現在の手持ちの資源や技術からかけ離れた分野への新
規事業の開拓は難しい。しかし公営企業が現在、保有す
る資源や技術力によって開拓できる新規事業は数多く考
えられる。交通事業であれば、市内だけでなく近隣の市
まで含めた地域における観光バス事業の開拓が考えられ
る。関西では四国八十八か所めぐり、西国三十三か所め
ぐりや、瀬戸内側と日本海側を結ぶグルメツアーなど
数々のアイデアがあろう。
筆者の住む神戸市バスには、かって須磨から石屋川ま
でを結ぶ細長い神戸市を長手方向に走る急行バスと各停
バスがあった。これに乗ると神戸市の旧市街地のすべて
が地図と共に理解できるという優れものであり、外来の
客をこれに乗せて市内全域の説明をしたこともあった。
このバス路線は約20年ほど前に「非効率的」という理由
で廃止された。この路線などは宣伝の方法によっては多
数の客を見込むことができよう。
水道事業であれば上水道事業だけではなく、飲み水に
は適さないが洗車などには使用できる中水道を技術開発
し、洗車場を格安で営業することも考えられる。公営バ
ス事業者の持つ広い土地の一画を利用した格安の中水道
洗車場などは考えるだけでも楽しいではないか。もちろ
ん水道事業者の持つ技術を利用した地下水くみ上げによ
る洗車場でもよい。
この多角化の追求を経済理論から言えば「範囲の経済
性」の追求になる。「範囲の経済性」とは、企業が複数
の事業を展開することにより、その複数の事業で企業の
経営資源を共有化して、より経済的に（すなわち収益力
が高くなる）事業運営をしていくことが可能になること
をいう。多様性が増すことにより経済性が高まるのは、
何らかの経営資源を共有することで、それを有効に利用
できるからであり、民間企業ではしばしば考慮の対象と
なっている。公営企業においても収益力を高めることに
よって経営基盤を固め、その収益でもって赤字地域への
必需的なサービス供給を行うこと（内部補助）は重要課
題である。

⑤　垂直統合の経済性
現在の公営企業には垂直統合型のものが多い。この垂
直統合とは何かを考えてみよう。一つの財・サービスを
生産し供給・販売するには何段階もの工程がある。それ
を簡単に書くと以下のようになる。

＜上流＞

　 ↓｛原材料｝

　 ↓｛基礎部品｝

　 ↓｛システム部品｝

　 ↓｛最終組立｝

　 ↓｛流通｝

　 ↓｛販売｝

＜下流＞

これらの工程のほとんどすべてを、一つの企業組織で
実施するのが「垂直統合」である。垂直統合を行うと企
業は各段階での利益を独占することが可能になる。垂直
統合とは各段階における中間投入財を自社生産するとい
うことである。垂直統合を行って利潤を上げる事を「垂
直統合の経済性」という。公営企業を問わず、公益事業
においてもこの垂直統合の経済性すなわち垂直統合の有
利性、あるいは垂直統合の利益は追求されている。その
代表例は公営企業では水道事業であり、公益事業では電
力供給事業である。もちろん水道事業は、上水の精製過
程において健康に影響を与えるような物質の混入を許さ
ないという点からもその事業を垂直統合している。
このように垂直統合したほうが有利なケースはネット
ワーク産業である。特に航空網やバス交通網といった仮
想上のネットワークではなく、水道管施設、送配電網、
ガス送管網、鉄道網のようなネットワーク施設建設に膨
大なコストが掛かるものは、垂直統合したほうが費用上
有利であることは論を待たない。この点が現実のネット
ワーク施設を保有しなければならない産業の自然独占性
を保証する論点ともなっている。自然独占理論において
最も費用有利な解決方法は「所有者の統合」である。こ
れが垂直統合の経済性の根拠である⑻。
もう一つの垂直統合した方が有利なケースは、完成品
あるいは最終消費財の生産のための「中間財」を市場か
ら調達できない場合である。中間財を市場から調達でき
れば一般的にコストは低くなる。しかし市場に競争的な
サプライヤーがたくさん存在しない場合、あるいは標準
的な部品では自社の製品に間に合わないような場合には
垂直統合したほうが費用効果は有利である。また自企業
内での消費量が多く、自社生産した方が費用を低減でき
るような場合も垂直統合した方が効果的である。
しかし民間企業では一般的に垂直統合は行われていな
い。ほとんどは各工程において中間的な財・サービスは
市場において調達されている。ということは民間企業は
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現在、垂直統合の経済性はないと結論づけていることに
なる。
⑤ －１　その最大の理由は技術進歩である。現代経済で
は各分野において技術進歩が激しく、かつ高度に専門
化したために生産能力が飛躍的に上昇した。このため
民間企業では垂直統合はほとんど実施されていない。
上記の現実のネットワーク産業においても、鉄道事業
における費用削減を狙った上下分離が導入されている。
この場合、鉄軌道建設・維持を公共部門が受け持ち、
旅客輸送車を複数の民間部門が受け持ち、乗り入れを
可能にするという手法を取りいれ、費用削減を図って
いる例が多い。水道管施設や送配電網を持つ水道事業
や電力事業においても垂直統合の利益も、現在のとこ
ろかなり低下してきている。取水場、浄水場や発電所
の設置・経営も自然独占性に任せず、垂直統合の系統
からはずす事も考えられる。
⑤ －２　最終消費財を消費者に販売・供給する部門も垂
直統合の系統からはずす事も考えられる。これによっ
て消費者の利益をたかめることができる。販売に関し
ては、複合的な販売が多い。いろんな商品を扱い、一
カ所でいろいろな商品を購入することができるという
ことが、顧客の利便性を高めることになる。これは前
述の範囲の経済性（いわゆるone stop service）であ
る。水道事業、発電事業、ガス供給事業などの販売部
門を垂直統合からはずし、別組織にすることによって
費用削減を図ることができるかどうかを検討すること
も重要である。
⑤ －３　「垂直統合の経済性」を維持するかどうかの３
番目の判断理由はコア・コンピテンスである。コア・
コンピテンスとは、製品やサービス生産時におけるそ
のコアにある特別な生産技術（コンピテンス）のこと
である。たとえばある企業が新しい事業に進出しよう
と考えたとすると、一から設備や生産技術を整え、そ
れを作るための人材を一から養成しなければならない。
それに詳しい人材を捜してきて部下を教育させ、開発
も生産も殆どゼロからスタートせねばならない。だが
そうやってその事業を続けていくと様々なスキルが身
に付き、最初より効率的な生産が可能になってくる。
もちろんこれは、コア・コンピテンスを維持する費用
と新規参入コストを比較した場合に、新規参入費用が
維持費用を大きく上回るという場合にのみ起こること
である。だから一度撤退しても将来新規参入コストが
低くなる見込みがあれば、コア・コンピテンス維持に

かける費用は削減しても良い。
水道事業を考えると現在の各市町村の水道局におけ
る技術者の育成、技術の伝承はなおざりにされている。
この技術や経験の継続・継承の不在が、水道水の質の
低下につながり、ひいては若年層のミネラルウオー
ターの購入増加につながっている。すなわち公営水道
事業はコア・コンピテンスの維持に失敗しているとい
わざるを得ない。様々な新規技術の開発、伝承するこ
とが市町村の水道局では不可能であれば、それらは民
間企業に任せても良いのではないだろうか。

⑥　密度の経済性
密度の経済性とは、ある一定エリアに集中して事業を
展開することで生じる経済効果のことである。すなわち、
密度の経済性とは、あるエリアにおけるユニットの数が
増加すればするほど共有コストが効率的になり、単位当
たりの経済性が高まる経済モデルのことである。例えば、
東京ガス、大阪ガスなどの都市ガス事業者は企業、事務
所、住居等が密集している都市部に展開している。都市
部以外の人口密度の低い地域にはプロパンガスが普及し
ている。都市ガス事業者は設置コストの高いガスパイプ
ライン・ネットワークを建設するに当たって、人口密度
が高いほどその建設コストを消費者に少しずつ共有させ
る事が可能になる。都市ガス事業者は密度の経済性を十
分に享受していることになる。これに対して人口密度の
低い地域の地下部にガスパイプラインを建設するのはコ
ストが高すぎる事になる。したがってそこではガスボン
ベを配達するシステムのプロパンガス事業が普及するこ
とになる。
これをそのまま水道事業に応用することができる。水
道管のネットワークもガスパイプライン同様に地下埋設
であり、コストがかかる。したがって水道事業も公営企
業とはいえ、密度の経済性を享受することも必要である。
すなわち何らかの形で浄水設備や配水管の稼働率を高め
る工夫を行うことが重要である。公営バス事業へも応用
することができる。人口密度の高い地域で鉄軌道の敷設
されていない面的に広がった地域には、公営バス事業を
拡大していくべきであろう。それが密度の経済性の享受
につながる。

⑦　技術革新の追求、イノベーションと進化と環境
公益事業においては技術革新やイノベーションは盛ん
におこなわれている。これに対して公営企業ではどうで
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あろうか。地下鉄事業では新しい省エネの車両が導入さ
れているし、公営バスではハイブリッド動力のバスも導
入されてきた。しかし狭い地域のみで運用するもっと小
型のバスや、市内観光や近隣の観光のためのハイランク
の設備を備えたバスも導入し、利益追求することも許さ
れるのではないだろうか。
水道事業においては技術革新は進んでいる。この技術
進歩を受けて国内外の水供給・開発の私企業は水道事業
への進出を熱望している。これを迎える公営水道事業は
どうであろうか。近畿一円で考えれば、大阪府内の大阪
市を除く42市町村に水供給している大阪広域水道企業団
をはじめ、阪神広域水道企業団の新規技術開発に対する
態度は良としよう。しかしそれ以外の特に中小市町村の
水道事業における技術開発は遅れており、新規技術の導
入も進んでいないといわざるを得ない。

６　最後に

地方公営企業の定義、その役割、経営判断指標、考え
うる経営戦略等について考察してきた。これまでにすで
に述べたこともあり、Besanko et. al.（1996）を参考に
した点も多い。公営企業の分野では特に他の分野、私企
業や公益事業分野で実施されている様々な情報に疎いの
ではないかと考えざるを得ない経営行動も多く見受けら
れる。公営企業の経営に携わる方々の一助になればよ
いと考えて本稿を著した。「動的ケイパビリティー」、
「技術・知識の伝播」等についても述べたかったが、時
間に限られ、これで終わりとする。

註

⑴　以下は満田／松崎／室田（2002）を参考にした。
⑵　「地方公営企業」に分類されない「その他の事業」
には次のようなものがある。国民健康保険事業、収
益事業（競馬、競輪、競艇、オートレース、宝くじ
事業）、農業共済事業、交通災害共済事業、公益質
屋事業、公立大学付属病院事業。

⑶　以下は森脇／森（1999）を参考にした。
⑷　以下は植草（1991）、江副（1994）を参考にした。
⑸　一般に公正報酬率は、資本勘定における自己資本と
負債資本とによって個別に決定される。自己資本に
対する公正報酬率は、各企業の自己資本利益率を上
限として、公社債利回りおよび定期預金金利を下限
として、この間で決められている。負債資本に対す
る公正報酬率は、利子率の概念から各企業の社債・

借入金の平均金利をベースにして決められている。
さらにこの二つのデータから、一般的には自己資本
と負債資本のウエイトを１対１として算定される。
（植草／松川（1994）p.160）

⑹　本章の以下は植草（1991）の第５章、および浅井
（1999）の第３章を参考にした。植草はかなり早い
段階でインセンティブ規制について触れ、浅井は海
外の事例と、わが国への適用可能性について詳細に
まとめている。

⑺　10年ほど前には市町村合併を前提とした水道事業の
合併の手引きが作成されたこともあったが（日本水
道協会（2004）､（2008））、市町村合併を前提と
しない水道事業だけの合併があっても良い。

⑻　近年、運輸・交通事業分野において設備の所有等の
関係を異にする上下分離方式が採用されるように
なった。運輸・交通事業はインフラ（通路）と車両
（運搬具）が必要であり、両者が適切に結合して能
力を発揮することにより輸送サービスを生産してい
る。このサービスの上下分離とは、自然独占型公
営・公益事業における、最終財・サービスの生産に
不可欠な施設の所有（占有）と、その施設を利用し
て財・サービス生産を行う主体との分離のことをい
う。これは運輸・交通事業に市場原理を取り入れた
り、民間企業の活力を導入しようとする、垂直統合
の経済性とはまた異なる原理からの発想である。
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１．はじめに

本稿の目的は、収益認識と期間帰属の問題を例に、法
人税法上の基礎的概念であり、法人の課税所得計算にお
ける基本原則でもある公正処理基準と権利確定主義につ
いて、それらの意義を、既存の学説・判例をベースに、
会計基準のコンバージェンス（国際的な共通化）が進み
つつある現代的な文脈から再検討することにある１。
これまで、日本では、法人税法に基づく法人の課税所
得計算は、多くの部分を企業会計に準拠してきた。それ
は、法人税法の条文本体には具体的な計算に関する規定
はなく、条文中におかれた、いわゆる公正処理基準を介
して、企業の会計処理の基準に頼って課税所得を算出す
る、という連繋関係に支えられてきたからである。また、
収益認識の時期に関する判断についても、法人税法上で
は、権利確定主義という独自の考え方を持ちながらも、
その実態は企業会計上の実現主義に基づく会計思考とそ
の処理に大きく依存している。このように、法人課税所
得計算と企業会計の間には密接な関係が歴然として存在
する。
ところで、目をグローバルに転じると、この企業会計
の基準に関して、また別の姿が見えてくる。そもそも、
会計基準とは、企業会計上のルールであり、その国・地
域の商習慣や経済環境により、その内容は大きく異なる。

こうした状況の下、ビジネスや投資活動のボーダーレス
化を背景に、異なる国・地域の企業間での財務諸表の比
較可能性向上を目的とした、会計基準のコンバージェン
スが目指されるようになった。
1973年には国際会計基準委員会（IASC）が設立され
て、そのもとで国際会計基準（IAS）が作成・公表され
るに至った。設立当初のIASCは欧州を中心として活動
する地域機関としての色彩が強かった。その後、2001年
に国際会計基準審議会（IASB）へと移行したことを契
機に、世界的な会計基準設定機関へとその性格を変え、
同時に、IASもその名称を国際財務報告基準（IFRS）
へと変更して、その対象範囲を格段に広げていった。
日本では、1990年代以降、一連の会計制度改革（いわ
ゆる、日本版会計ビックバン）が実施されて、この間に
さまざまな取り組みが進められてきた。このコンバー
ジェンスはその中でも大きな意味を持っていた。2007年
８月には、IASBと企業会計基準委員会（ASBJ）の間で、
双方の会計基準の共通化に関する合意文書が交わされ
（東京合意）、コンバージェンスへの取り組みを加速化
させる方向で、具体的なスケジュールが発表された。さ
らに、米国証券監視委員会（SEC）もコンバージェンス
に関するロードマップを発表したことから、その動きに
弾みがつき、日本でも2009年２月には金融庁が、日本企

論　文

会計コンバージェンス進行下の公正処理基準と権利確定主義
─法人課税所得計算における基礎的概念の再検討─

梶原　　晃
追手門学院大学　経営学部　教授

１ 国際的な会計基準の共通化と自国への導入については、コンバージェンス（収斂）といわれる考え方（アプローチ）のほかに、ア
ドプション（全面適用）やエンドースメント（承認）といったアプローチで対応する方法もある。

　　日本では当初、コンバージェンスという、自国の会計基準を国際基準に近づけて収斂させるアプローチの採用を目指しながら、
企業の自主的な判断による任意適用に踏み切った。その後、IASB等が公表した個々の国際基準を各国が個別に承認し、自国の会
計基準として組み込むエンドースメント・アプローチを採用する国が多数あらわれ、日本の会計基準の設定主体である企業会計
基準委員会（ASBJ）は、任意適用の積み上げを図りながら、現状ではエンドースメント・アプローチに軸足を移した状態になっ
ている。このエンドースメント・アプローチを採用する場合には、自国の会計基準の大幅な変更を避けられるとともに、自国の
自主的な判断で国際基準の一部内容をカーブアウト（除外）できるため、比較的短時間のうちに国際基準を導入することが可能
となる利点はあるが、その後に国際基準との同等性が問題となる危険性も同時に孕んでいる。新日本（2014）IFRSを巡る世界と
日本の動向　10頁。

　　2011年になって、アメリカの会計基準設定主体であるFASBは、コンバージェンスとエンドースメントの折衷的なコンドースメ
ント・アプローチを提唱した。これは、当初の移行期においては、国際基準との差異を自国の会計基準に取り込むコンバージェ
ンスを行うとともに、その後にエンドースメント・アプローチへと移行する、というものである。

　　本稿では、こうした会計基準の共通化の動きを総称して、便宜的に「コンバージェンス」と呼ぶことにする。



－ 24 －

VENTURE BUSINESS REVIEW追手門学院大学
ベンチャービジネス研究所 臨時号

業への、IFRSをはじめとする国際基準２の適用に関する
日本版ロードマップ案を発表した。
このロードマップ作成にあたっては、国際基準の導入
に向けて、国際基準と日本基準との間の重要な差異につ
いて、急ぎ調整を行うことで日本側が譲歩しており、そ
の中には収益の認識基準も含まれていた。こうした状況
の下、仮に、国際基準で採用されている収益認識のロ
ジックが導入された場合には、日本の企業会計実務にも
大幅な変更がもたらされることが予想されていた。
このように、混沌としながらも急ピッチで進行してい
る会計基準のコンバージェンスの動きに、日本の企業会
計実務が大きな変化を受けつつある現在、企業会計に準
拠する現在の法人課税所得計算も、当然何らかの変化は
免れないと考えるべきであろう。
本稿では、法人の課税所得計算における基本原則であ
る公正処理基準と権利確定主義に焦点をあて、これらに
ついて、現代的な文脈から意義の再検討をすることを通
じ、①会計基準のコンバージェンス進行による会計環境
の変化によって、公正処理基準を介して、法人課税所得
計算が準拠する「一般に公正妥当と認められる」会計基
準の射程範囲が変化する可能性がある点、②会計基準の
コンバージェンス進行による会計環境の変化が、公正処
理基準を介して法人課税所得計算実務に何らかの影響を
及ぼす可能性は否定できない点、③これまで、多数学説
では同意義として解されてきた、法人税法上の権利確定
主義と、企業会計上の収益認識基準である実現主義との
関係について、再整理が必要になる可能性がある点、を
明らかにしたい。

２．収益認識及び期間帰属に関する法人税法上の考え方

これまで、法人課税所得計算上の収益認識とその期間
帰属、すなわち当該収益の計上時期については、いわゆ
る公正処理基準及び権利確定主義に従って判断が下され
ており、多数学説及び判例ともに、この考え方を踏襲し
てきた。本項では、これら公正処理基準及び権利確定主
義について、これまでの学説の内容を整理することにする。

２. １．公正処理基準

法人税法（以下、法という）では、課税所得算出につ
いての具体的な計算に関する規定を持たない。その代わ
りに公正処理基準という考え方を介して、企業会計に準
拠する形で対応してきた歴史がある３。
法22条１項において、各事業年度の所得の金額を、当
該事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額であ
る、と定めるとともに、その２項において、当該事業年
度の益金の額に算入すべき金額を、資産の販売、有償又
は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資
産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る
当該事業年度の収益の額、としている。つまり、ある事
業年度の益金の額には、取引に係る当該事業年度の収益
が算入される、とだけが示されているにすぎず、特定の
項目につき別途に収益認識時期を規定する以外は、特に
規定を置いていない。また、当該事業年度の収益がどの
ようなものであるかについても、条文上は明示されてい
ない。さらに、同条４項では、このような収益や費用・
損失等は、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基
準」に従って計算されるものとし、法人が行う企業会
計上の計算に準拠する形式をとっている。このように、
収益認識及びその認識の時期については、当該法人が、
「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従っ
て収益認識を行っていれば、法人税法上もその判断を受
け入れることが仮定されていると考えられるが、条文上
にはその従うべき会計処理の基準の特定に関する言及も
ない。
ところで、企業会計の分野では、実務の中に慣習とし
て発達したものの中から一般に公正妥当と認められたと
ころを要約した会計処理の基準として、また、商法や税
法等の企業会計に関係する諸法令が制定改廃される場合
において尊重される存在として、企業会計原則が存在す
る（「企業会計原則」前文２）。この企業会計原則は、
その第２「損益計算書原則１」において、すべての費用
及び収益は、その支出及び収入に基づいて認識し、その
発生した期間に正しく割当てられるように処理しなけれ

２ ここでいうIFRSには、IFRS本体のほかに、以前公表されたIASと、これらに関連して公表された解釈指針等も含んでいる。以後、
本稿では総称して、「国際基準」と呼ぶことにする。

３ 公正処理基準は、一般に、1967年（昭和42年）の税制改正により創設された法22条４項がその根拠とされる。
　　企業会計審議会が前年の1966年に発表した「税法と企業会計との調整に関する意見書」では、「税法の各事業年度の課税所得
は、企業会計によって算出された企業利益を基礎とする」としながら、「課税所得は、企業利益を基礎として税法特有の規定を
適用して計算される」とした上で、「法人税法の課税標準の総則的規定として、『納税者の各事業年度の課税所得は、納税者が
継続的に健全な会計慣行によって企業利益を算出している場合には、当該企業利益に基づいて計算するものとする』旨の規定を
設けることが適当である。」との提言がまとめられたことに端を発している。原省三（2007）「公正処理基準と通達との関係に
ついて」税大ジャーナル　６号、93頁。
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ばならないとする、発生主義の原則を採用するとともに、
収益については、その未実現分を原則として当期の損益
計算に認識してはならないとする、実現主義の考え方を
採用している。さらに、売上高の認識については、商品
等の販売又は役務の給付によって実現したものに限定し
て認識することで、この実現主義を収益認識時期の判定
基準としても援用している。
法は、こうした企業会計原則をはじめ、数ある会計処
理の基準にある規定のうち、法人課税所得計算の要請す
る趣旨に整合的なものを選択的に適用して課税所得計算
は完遂できるのであり、この意味では法22条４項の規定
する公正処理基準は、課税所得計算と企業会計を連繋さ
せる重要な概念として機能していると考えられる。

２. ２．権利確定主義

先に示したように、公正処理基準を介して課税所得計
算と連繋する企業会計は、収益の認識とその認識時期に
ついて、実現主義の概念を用いてその判断を行っている。
この、収益認識基準及び収益認識時期の判定基準である
会計上の実現主義の概念を、法人税法の側から支えるも
のが、権利確定主義という考え方である。
法人の課税所得計算上、事業年度ごとの所得がその課
税標準となるため、法人の収益及び費用がどの事業年度
に認識されるかは、極めて重要な論点となる。法22条２
項は先述の通り、当該事業年度の益金の額に算入すべき
金額は、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又
は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で
資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額、
としていた。この益金に算入すべき金額という表現につ
いて、学説及び判例は、これを算入すべき権利の確定し
た金額と理解しており、こうした権利の確定時期をもっ
て収益の認識時期とする考え方を権利確定主義としてい

る４。
そもそも、この権利確定主義とは、会計上の現金主義
と発生主義の対立軸をベースに、信用取引の普及による
所得計算の安定という社会経済環境の変化と、収益認識
時期の恣意的操作性の排除という法の要請から、企業会
計上の発生主義という考え方を法が取り入れたものであ
り、さらに、収益のうち未実現分を排除するために、保
守主義に則り、より一段と客観性、すなわち対価の回収
可能性を高めた、実現主義と同意のものとして解してき
た経緯がある。また、同時に、権利確定という法的基準
により、具体的な問題解決のための明確な指針を与える
ことが可能となるため、租税法律関係における法的安定
性という要請にもより合目的的であるといえよう５。
ところで、この権利確定主義に関しては批判的な意見
もないではない６。まず、権利確定主義は、一般に収入
金額の認識時期を判定する際の基準とされてきたが、権
利の確定時期はいつかといった明確な基準があるわけで
はなく、基準の対象となる収益の範囲も明確ではない。
また、権利確定主義の意味する内容も明確さと具体性を
欠き、必ずしも一義的でもない。このように法人税法上
の権利確定主義は、これ単独ではその概念の意味すると
ころを発揮し難く、企業会計上の実現主義とあわせては
じめて、具体的に機能する側面もある。この意味でも、
法人税法上の権利確定主義の内容が明確に示されるため
には、通常、企業会計上の実現主義の同時的な成立が不
可欠であって、両者の間には密接な相互依存の関係が存
在すると考えられる７。

３．実際の裁判例にみる公正処理基準及び権利確定主義

の考え方

本項では、公正処理基準及び権利確定主義という、法
人課税所得計算における基本原則に関する学説上の考え

４ 所得課税が暦年で行われる所得税についても、同様の論理が展開されている。所得税法36条１項では、その年分の各種所得の金額
の計算上収入金額とすべき金額または総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべ
き金額としている。田中治（1987）「税法における所得の年度帰属」大阪府立大学経済研究　32巻２号、162頁。

５ 権利確定主義の概念は戦前までさかのぼることができるが、収益の年度帰属に関する一般原則として考えられるようになった契機
は、所得税基本通達（1951年（昭和26年）１月１日直所１－１国税庁長官通達）の発出である。これによると、収入金額とは収
入すべき金額をいい、また、収入すべき金額とは収入する権利の確定した金額をいう、としたうえで、各種類の所得ごとに権利
確定する時期を定めた。これをうけて、その後の判例も所得の年度帰属については、この権利確定主義を採用し、学説の多くも
それを支持するようになっていった。金子宏（1992）「所得の年度帰属―権利確定主義は破綻したか」日税研論集22号５頁。

６ 田中前掲　162頁。
７ 通常の収益認識とは異なり、権利の確定という概念が馴染まない利得、例えば、違法な所得や、商品券などの発行対価（未使用部
分について返還すべき義務がある場合を除く）などについては、それらの利得が利得者の管理支配の下に入った時点で収益とし
て認識する、管理支配基準という考え方が用意されている。これは、権利の確定という法的基準ですべての場合を律することが
妥当ではないために、補完的基準として示されるものであるが、この管理支配基準の適用は租税法律関係を不安定にするおそれ
があるため、その適用は慎重であるべきという見解もある。金子宏（2014）租税法（第19版）272頁。
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方が、実際の裁判ではどのように解釈されて、どのよう
に判決内容にあらわされてきたのかについて分析する。
これによって、会計基準のコンバージェンスと会計環境
の変化が、どのような問題を新たに企業会計と法人課税
所得計算にもたらしうるのかを検討する際の糸口とした
い。

３. １．大竹貿易株式会社事件８にみる収益認識時期の

問題

３. １. １．事実の概要

上告人（原告、控訴人）Ｘは、輸出取引を営む株式会
社である。Ｘと海外顧客との輸出取引は、Ｘが輸出商品
を船積みし、運送人から船荷証券の発行を受けた上で、
商品代金取立てのための為替手形を振り出して、これに
船荷証券その他の船積書類を添付し、荷為替手形として
Ｘの取引銀行で買い取りを受けるというものであった。
輸出商品の販売による収益についてＸは、船荷証券を取
引銀行に引渡した日（荷為替日基準、すなわち為替取組
日基準）をもって、継続的に計上を行ってきた９。被上
告人税務署長Ｙは、Ｘの本件係争各年度の申告所得を調
査し、それに基づいて船荷証券の期日（商品の船積完了
日）に収益を計上する船積日基準により更正処分及び過
少申告加算税の賦課決定処分を行った。Ｘはそれを不服
としてＹに異議申立を行ったが棄却され、さらに再更正
処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けた。そこ
で、国税不服審判所に審査請求したところ棄却裁決を受
けたため、本件が提訴された。第１審、控訴審ともに訴
えが棄却されたため、Ｘが上告した。

３. １. ２．主張の要旨

上告人Ｘの主要な主張は、
①企業会計原則は、何が「一般に公正妥当と認められる
会計処理の基準」であるかを示す原則であって、この原
則に適応してはじめて「一般に公正妥当と認められる会
計処理の基準」となり、それに適合する会計処理の基準
のみが、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基
準」とされる、
②企業会計原則における収益計上基準は、販売としての
引渡しを基準とするものであり（損益計算書原則３Ｂ）、

原則として出荷より検収までの基準であれば、継続性の
原則の遵守を前提として、どの収益計上基準をも選択し
得るのであって、「一般に公正妥当と認められる会計処
理の基準」としての販売基準は、原則として、幅広く出
荷より検収までの間の基準として認められる。従って、
船積日基準も、荷為替日基準も、販売基準として妥当な
基準である、
③如何なる収益計上基準でも、継続性の原則が遵守され
れば、期間損益の操作とはならない。しかも、企業会計
原則における収益計上基準は、現実の引渡しの有無が基
準となるものであって、恣意の介入の余地の判断を要件
とするのは、企業会計原則に全く相反するものである、
④取引日の恣意は収益計上基準の要件ではなく、しかも、
介入の余地の大きいなどというような仮定の要件を付加
することは、企業会計原則に全く相反するものである、
⑤荷為替日基準（為替取組日基準）は企業会計原則上、
「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」である、
というものであった。
　これに対し、被上告人税務署長Ｙの主要な主張は、
⑥法22条４項において「当該事業年度の収益の額及び損
金の額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準
に従って計算されるものとする」旨が規定されているこ
とから、法人所得の計算についても発生主義（収益認識
については実現主義…筆者注）、すなわち、財価の移転
や役務の提供などによって債権が確定したときに収益が
発生するとする権利確定主義が妥当する、
⑦法22条４項の「一般に公正妥当と認められる会計処理
の基準」とは、同項の立法趣旨に照らして、客観的な規
範性をもった公正妥当と認められる会計処理の基準と
いった意味であり、明文の規定があるということを予定
しているというものではなく、右基準は必ずしも企業会
計原則を指しているものではない、
⑧輸出商品等の所有権が売主から買主へ移転する時期は、
一般のFOB取引10にあっては船積みの時であるが、原
告の採用するFOB取引並びにＣ&Ｆ取引及びCIF取引に
あっては、船積みにより所有権は条件付きで移転し、船
荷証券を含む船積書類の引渡しにより、船積みの時に遡
及して所有権が移転すると解されているところ、船積日
基準は商品の船積完了日に輸出売上収益を計上するもの

８ 最高裁1993年（平成５年）11月25日第一小法廷判決（平成４年（行ツ）第45号：法人税更正処分等取消請求事件）民集47巻９号
5278頁。

９ 本稿では、会計上の「認識」という用語を基本的に使用するが、判例に関する部分については、その原典通りに「計上」という用
語を使用している。
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で、実務上広く採用され支持されている。その理由は、
１信用状や海上保険制度の発達により、これらの貿易取
引についての安全性を保証する諸条件が成熟し、引渡条
件の完全達成を待つことなく、船積みという現実的引渡
状況のもとで輸出売上収益を計上することが容認されて
いると理解されること、つまり、輸出取引に係る諸制度
の発達のため、売主は輪出商品の船積みによって、実務
上は回収の危険性のない確定的な売上債権を取得したの
と同様の状態となり、その結果、船積みにより売上収益
は実現したのと同様となる、２船積日基準を採用する場
合には客観性が保たれ、また恣意性の入る余地は少ない、
３実務上一般に採用されている船積日基準は企業会計原
則第２、損益計算書原則３Ｂにいう実現主義とも矛盾せ
ず、また、法人税法上、所得の計算方法として妥当する
とされている権利確定主義にも反しない。この点からも
船積日基準は健全な会計慣行といえ、さらに、「一般に
公正妥当と認められる会計処理の基準」であるので、法
人税法上、売上計上基準として認められている、
⑨租税法の目的である租税の公平負担の原則に沿うため
には、すべての納税者について画一的かつ統一的に取り
扱う必要があり、単なる会計事実をもってしては不十分
であるから、税法が法である以上、可能な限り明確な基
準としての法的基準が要請されており、所得概念を法律
的に把握すれば、仮に当該資産の所有権が移転しなくて
も、現実に納税者が経済的利益を事実上、支配し享受し
ているとき、つまり社会通念上、権利を有していると認
められるような客観的事実の存するときに、そこに担税
力がある経済的利益が認められるのであり、右利益が納
税者に享受されているとみられるときに、法的支配すな
わち引渡しがあったと認め得る。これを本件にあてはめ
ると、本件商品が船積みされて、貿易業者であるＸの管
理し得ない状態になり、売主は自己の給付義務を完了し、
商品の占有移転により売主の代金債権は確定し、その時
に収益が実現したと認められる、
⑩税務上認められる収益計上基準であるか否かは、あく

までも、個々の契約内容を検討して判断されるべきであ
り、一般的に収益の計上基準として認めうる基準である
か否かを論ずることはできず、複数の収益計上基準があ
るということは、企業が公正妥当な会計処理に反した計
上基準を採用しうることを意味するものではなく、その
適用する基準が合理的である場合に限り、継続適用が認
められるものである、
⑪会計処理及びその手続に継続性の原則が要請されるの
は、期間損益の操作を排除するためであり、収益計上基
準に係る取引日を経営者等がその恣意により決定し、利
益操作が行なわれるならば、継続性は何らその意義を有
しなくなるから、恣意の介入の余地の大きい収益計上基
準は排除されなければならない、というものであった。

３. １. ３．判示の内容

上告棄却。理由の概要は、
①ある収益をどの事業年度に計上すべきかは、「一般に
公正妥当と認められる会計処理の基準」に従うべきであ
り、収益はその実現があった時、すなわち、その収入す
べき権利が確定したときの属する年度の益金に計上すべ
きものと考えられる、
②また、権利の確定時期に関する会計処理について、法
律上どの時点で権利の行使が可能となるかという基準を
唯一の基準としなければならないとするのは相当ではな
く、取引の経済的実態からみて合理的なものとみられる
収益計上の基準の中から、当該法人が特定の基準を選択
し、継続してその基準によって収益を計上している場合
には、法人税上も右会計処理を正当なものとして是認す
べきである、
③船荷証券が発行されている本件の場合には、船荷証券
が買主に提供されることによって、商品の完全な引渡し
が完了し、代金請求権の行使が法律上可能になるものと
いうべきである。したがって、法律上どの時点で代金請
求権の行使が可能になるかという基準によってみるなら
ば、買主に船荷証券を提供した時点において、商品の引

10 国際商業会議所が策定した貿易条件（Incoterms）における取引条件のこと。FOB取引はFree On Boardを指し、本船甲板渡し条
件と訳される。売主は、積み地の港で本船に荷物を積み込むまでの費用を負担し、それ以降の費用及びリスクは買主が負担する。
また、C&F取引とはCost and Freightの意で、運賃込み条件と訳される。売主は、積み地の港で本船に荷物を積み込むまでの費用
及び海上運賃を負担し、それ以降の保険料及びリスクは買主が負担する。さらに、CIF取引とは、Cost, Insurance and Freightの
ことで、運賃保険料込み条件と訳される。売主は、積み地の港で本船に荷物を積み込むまでの費用、仕向地までの海上運賃及び
保険料を負担し、それ以降のリスクは買主が負担する。

　　FOB、C&F、CIFの間では、一般にこの順で、買主責任の発生時期が遅くなるが、本件事件のように、船荷証券が発行されて
いる場合には、いずれの貿易条件においても、売主が船荷証券を中心とする船積書類を整えて買主に提供した時点で、商品の所
有権は買主に移転し、その効果は船積みの時にさかのぼるものとされており、本船への荷物の積み込みが完了した時点でリスク
負担が買主に移ることについては実質的には差がない。
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渡しにより収入すべき権利が確定したものとして、その
収益を計上するという会計処理が相当なものということ
になる、
④しかし、今日の輸出取引においては、既に商品の船積
時点で、売買契約に基づく売主の引渡義務の履行は実質
的に完了したものとみられるとともに、前記のとおり、
売主は、商品の船積みを完了すれば、その時点以降はい
つでも取引銀行に為替手形の買い取りを受けることによ
り、売買代金相当額の回収を図り得るという実情にある
から、右船積時点において売買契約による代金請求権が
確定したものとみることができる。したがって、このよ
うな輸出取引の経済的実態からすると、船荷証券が発行
されている場合、商品の船積時点において、その取引に
よって収入すべき権利が既に確定したものとして、これ
を収益に計上するという会計処理（船積日基準）も合理
的なものというべきであり、「一般に公正妥当と認めら
れる会計処理の基準」に適合するものということができる、
⑤ところが、Ｘが採用している為替取組日基準（荷為替
日基準）は、右のように商品船積みによって既に確定し
たものとみられる売買代金請求権を、為替手形を取引銀
行により買い取りを受けることにより現実に売買代金相
当額を回収する時点まで待って、収益に計上するもので
あって、その収益計上時期を人為的に操作する余地を生
じさせる点において、「一般に公正妥当と認められる会
計処理の基準」に適合するものとは言えないというべき
である、というものであった。
ただし、同判決には以下のような２つの反対意見が
あった。
⑥荷為替手形の仕組みにおいては、売主が荷為替手形を
譲渡した取引銀行又はその銀行の取引銀行が買主から荷
為替手形の支払等を受けるのと引換えに船荷証券を買主
に引き渡すことになっていて、売主による取引銀行への
船荷証券の交付は、買主への船荷証券の発送と類似する
から、売主が取引銀行に荷為替手形を譲渡して船荷証券
を交付した場合には、売主としては買主への商品の引渡
しのために行うべきことは完了し、国際的銀行取引の現
状からすれば、船荷証券が荷為替手形の支払等と引換え
に買主に引き渡されることは確実とみられ、船荷証券の
引渡費用を含め商品の引渡しに要する付随費用の額も確
定しているとみられること、売主は船荷証券の所持を失
い、運送中の商品の所有権を実質的に失うこと、船荷証
券の買主への引渡しの時点を知るには時間と手数を要す
るが、取引銀行への交付の時点は容易に知ることができ

ることなどを考慮すると、船荷証券の取引銀行への交付
の時に、代金債権が貸借対照表能力を取得し、商品が貸
借対照表能力を失うとして、収益を計上する会計処理も、
商法の規定に適合するというべきである。したがって、
Ｘの採用する会計処理の方法は、株式会社の計算に関す
る商法の規定に適合し、「一般に公正妥当と認められる
会計処理の基準」に適合するものである。
⑦船荷証券が発行されている輸出取引の場合には、売主
は、船荷証券を買主に引き渡すことによって、売買契約
に基づく商品引渡義務を完全に履行したということがで
きることとなるのであるが、今日の国際間取引の実情か
らすると、売主が右の引渡義務の履行として船荷証券を
直接買主に引き渡すことは極めてまれであり、むしろ、
売主は、取引銀行において荷為替を取り組み、船荷証券
は、為替手形の支払に際して、取引銀行から買主に提供
されるのが通例であると思われる。このように、売主は、
取引銀行を介して船荷証券の引渡義務を履行しているの
が通例であると考えられることからすると、売主が取引
銀行に船荷証券を交付する行為は、買主に対するその引
渡義務を履行するために必要な行為であるとみることが
でき、しかも、売主としては、取引銀行に船荷証券を交
付することによって、売買契約に基づく商品の引渡義務
を履行するために自らが行うべきすべての行為を完了し
たこととなる上、これによって売主が取引銀行に交付し
た船荷証券は、為替手形の支払と引換えに買主に引き渡
されることが確実になったものということができる。そ
うすると、このような輸出取引の場合には、売主が取引
銀行に船荷証券を交付した時点で、商品の引渡しがあっ
たものとして、当該商品の輸出取引による収益を益金に
計上するという為替取組日基準による会計処理も、「一
般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に適合する
ものということができると考えられる。

３. ２．本件判示内容に対する通説的評価

本件は、主に以下の２点、すなわち、①法人課税所得
計算において収益計上を判断する基準とは何か、及び、
②収益の計上基準として上告人が主張する荷為替日基準
は法人課税所得計算上妥当か、という点が争われた事件
である。
先に述べたように、課税所得計算は、法22条４項の公
正処理基準を介して、収益の計上については企業会計の
基準、すなわち、「一般に公正妥当と認められる会計処
理の基準」に依存しつつ、収益の計上時期については、
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税法上の権利確定主義、すなわち、企業会計でいうとこ
ろの実現主義、より具体的には、販売基準及び引渡基準
を用いて判断するというのが多数学説の立場である。た
だし、ここで想定している「一般に公正妥当と認められ
る会計処理の基準」については、本件の判示内容からわ
かるように、通説同様、企業会計原則と特定することを
避けている。
また、収益の計上基準について、その計上のタイミン
グが恣意的に操作される可能性を極力排除し、期間損益
の操作可能性を減じる積極的な姿勢が本件の判示内容か
らは読み取れる。荷為替日基準での収益計上を主張する
Ｘと、船積日基準を収益計上時点と認定するＹの間で、
収益計上日に関する主張に対立があり、この点について
争われたが、ともに実現主義の枠内にはあるとしたもの
の、本件裁判官の多数意見としては、船積日基準につい
ては支持をする一方、荷為替日基準は、「一般に公正妥
当と認められる会計処理の基準」としては適合しないと
判示した。

３. ２. １．収益計上の判断基準について…公正処理基準

を介した「一般に公正妥当と認められる会計処理の基

準」の意義

先の判示内容①（本稿27頁右段）によれば、ある収益
をどの事業年度に計上すべきかは、「一般に公正妥当と
認められる会計処理の基準」に従うべきであり、収益は
その実現があった時、すなわち、その収入すべき権利が
確定した時点の属する年度の益金に計上すべきもの、と
している。この立場は、公正処理基準を前提として、収
益実現の時点を収入すべき権利が確定した時点として捉
えており、従来の多数学説の延長として位置づけられる
ものである。ただし、権利の確定に際して、荷為替の取
り組みという法律上の代金債権の行使可能性を基準とす
るのではなく、商品の船積みという経済的実態から代金
債権の確定の時期を判断した点については、踏み込んだ
判断がなされたということができる。
次に、判示内容②によれば、権利の確定時期に関する
判断について、取引の経済的実態からみて合理的なもの
とみられる収益計上の基準の中から、当該法人が特定の
基準を選択し、継続してその基準により収益を計上して
いる場合には、法人税上も右会計処理を正当なものとし

て是認すべき、としている。この見解からは、収益計上
時期の判断基準である「一般に公正妥当と認められる会
計処理の基準」を、企業会計原則に特定することは避け
ながらも、Ｘの主張する荷為替日基準及びＹの主張する
船積日基準の両方とも、「一般に公正妥当と認められる
会計処理の基準」の枠内にあり、包含されうるとの解釈
が読み取れる。

３. ２. ２．収益計上の時期について…法人税法上の権利

確定主義に整合的な、収益計上時期の判断基準の意義

続く判示内容③及び④によれば、船荷証券が発行され
ている本件の場合には、買主に船荷証券を提供した時点
において、商品の引渡しにより収入すべき権利が確定し
たものとして、その収益を計上するという会計処理が相
当なものと解されるものの、今日の輸出取引において
は、船荷証券が発行されている場合でも、商品の船積時
点において、その取引によって収入すべき権利が既に確
定したものとして、これを収益に計上するという会計処
理（船積日基準）も、合理的なものというべきであり、
「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に適合
するものということができる、とし、船積日基準の適格
性を積極的に認めている。
一方で、同⑤で、Ｘが採用する荷為替日基準（為替取
組日基準）は、その収益計上時期を人為的に操作する余
地を生じさせる点において、「一般に公正妥当と認めら
れる会計処理の基準」に適合するものとは言えないとし
て、その適格性について否定的な見解を示した。
このように、多数意見は、収益計上の時期として、荷
為替日基準を採用することについて、収益の計上日が操
作される可能性が払拭できない点を理由にその妥当性を
否定するとともに、引渡しの意義を、貿易取引の当事者
との決済の安全性という点から実質的に評価し、権利確
定主義を柔軟に解釈した上で、引渡基準の一形態として、
船積日基準の妥当性を支持している11。この点について
は、企業会計上、棚卸資産の収益計上時期としての実現
基準が、販売を基準とし、その販売は一般に商品の引き
渡しを意図するとしている点や、運送人の航海予定や通
関手続の都合上、船積日自体の恣意的な操作はより困難
である点を考慮すると、妥当な結論として解することが
できる12。

11 綿引万里子（1994）「時の判例」ジュリスト1047号 78頁。
12 佐藤孝一（1994）「輸出取引に係る収益の計上時期」税経通信 49巻３号 256頁。川端康之（1995）「法人税法における収益の計
上時期」判例時報1512号 226頁。
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ただし、同⑥及び⑦の反対意見で示されたように、船
積みという事実と買主への引渡義務の履行を同一視でき
ないとする見解も、私法上の法律関係の上からは正当と
解することも可能であって、この点については、意見の
分かれるところである13。

４．会計基準のコンバージェンスと法人税法上の基本原

則への影響

前項では、法人税法上の公正処理基準及び権利確定主
義という、課税所得計算と企業会計との連繋関係を成立
させる２つの基本原則に関して、実際の裁判における学
説の取扱いと、それらに基づいた判示内容を概観した。
そこで、本項では、先の裁判における判示内容の再評価
も含め、会計基準のコンバージェンスによって想定され
る、これら基本原則への直接的な影響と、それらを介し
てもたらされると考えられる法人課税所得計算実務への
間接的な影響の両者について検討する。

４. １．公正処理基準への影響

法人税法は、自らは課税所得算出のための具体的な計
算に関する規定を持たず、法22条４項に公正処理基準を
おいて、これらを「一般に公正妥当と認められる会計処
理の基準」に委ねていることは先述の通りである。ここ
で、法の公正処理基準が想定する「一般に公正妥当と認
められる会計処理の基準」には、本件事件で検討された
企業会計原則のほか、同注解及びその他の企業会計に関
連する諸基準及び確立した会計慣行が該当すると一般に
は解されている14。
このことは、法の公正処理基準が想定する「一般に公
正妥当と認められる会計処理の基準」が、国内に従来か
らある会計基準及び会計慣行のみをその対象とするだけ
ではなく、会計基準のコンバージェンスの影響を受けて
内容が変化した後の日本基準15も、この公正処理基準が
想定する「一般に公正妥当と認められる会計処理の基
準」の範疇に、少なくとも、形式的には入ることを意味
する16。

このように、会計基準のコンバージェンスに代表され
る会計環境の質的変化の影響を受けて、企業会計の基準
が大きく変質を遂げつつある現在、こうした会計基準の
変質は、法条文上の公正処理基準を介して、法人課税所
得計算にも間接的に影響を及ぼす可能性が十分に考えら
れる。そして、課税所得計算が、これまで通り公正処理
基準を介して、コンバージェンスの影響を受けて変質す
る企業会計との連繋関係を維持し、法人税法側において
もそのような変質をそのまま受容するのか、あるいは、
法人税法が別途に計算規定等を整備し、企業会計との乖
離拡大を容認しながらも、立法趣旨に沿った独自の方向
性を堅持するのかという点は、今後、税務会計のみなら
ず、企業会計の分野においても極めて重要な問題となる。
法人税法が法律であることを考慮すると、後者のアプ
ローチをとる可能性も高いとも考えられるが、その場合
は、租税法上の基本原則である租税公平主義の観点から
の検討は必須となろう。
租税公平主義とは、各種の租税法律関係において、国
民は平等に取り扱われなければならないとする大原則で
ある。中でも、課税上同様の状況にあるものは同様に、
異なる状況にあるものはその状況に応じて異なった取扱
いを要請する平等取扱原則は、複雑化する課税関係にお
ける収益認識において、特に強く求められることになる
と考える。
また、法人税をはじめとする租税制度は、こうした公
平性や中立性の要請に適合する必要があるだけではなく、
事務作業量を分かちあう企業会計との両立を図りながら、
同時に活発な法人の企業活動を促す観点からも、効率性
や簡素性といった要請にも積極的に適合することが求め
られる17。一般に、公平性と効率性・簡素性との間には
トレードオフの関係が成り立つことも多いとされるが、
法人課税所得計算上の収益認識についてもその点に関す
る配慮は必須であり、なかでも、現在の税務及び会計実
務間での作業内容の重複状況を考えた場合、仮に法が独
自に計算規定等を用意する場合でも、納税法人側への追
加負担の回避あるいは軽減のための方策は、当然ながら

13 川端前掲 226頁。
14 例えば、ASBJの会計基準・適用基準等や、ASBJ・日本公認会計士協会・日本税理士会連合会・日本商工会議所の４団体で作成し
た中小企業の会計に関する指針及び中小企業の会計に関する基本要領等、また、会社法・金融商品取引法及びこれら法律の特別
法等の計算規定・会計処理基準等が想定されるが、それらに留まらず、確立した会計慣行を広く含むと解する見解もある。金子
前掲 307頁。

15 以降、本稿では国際基準との対比を明確にするため、日本における会計処理の基準を総称して、日本基準と呼ぶことにする。
16 金子前掲 308頁。水野忠恒（2011）租税法（第５版）368頁。
17 金子前掲 82頁。
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最大限考慮される必要があろう。

４. ２．権利確定主義及び実現主義への影響

国際基準を支える概念フレームワーク18では、収益は、
持分参加者からの拠出に関連するもの以外で、持分の増
加をもたらす、期間における企業の通常活動の過程にお
いて生じる経済的便益の総流入と定義され、その認識は、
将来の経済的便益が企業に流入する可能性が高く、かつ、
これらの便益が信頼性をもって測定できる場合に行われ
るものとされている。その際、財の販売については、収
益に関する国際基準が公表された当初から、所有に伴う
重要なリスク及び経済価値が買主に移転したことなどが
収益認識の主要な条件とされたが、基準の内容が不明瞭
であること、及び、関連する基準の内容の間に矛盾があ
ることについては批判を受けていた19。こうした問題を
解決するとともに、収益認識に関して、より包括的な基
準の開発を目指し、IASBとFASBが共同で会計基準の
見直し作業を進めてきており、このほどその最終案が固
まり、今後の方向性が示されるに至った20。
収益認識に関する新しい国際基準は、その認識につい
て、以下の５つの要件を示し、これらすべてが満たされ
た時点で、収益を認識するものとしている。すなわち、
①所有に伴う重要なリスク及び経済価値が買主に移転し
ていること、②物品に対して継続的な管理上の関与も有
効な支配も保持していないこと、③収益額が信頼性を
もって測定できること、④経済的便益が企業に流入する
蓋然性が高いこと、⑤原価が信頼性をもって測定できる

こと、である21。
ところで、これまでの日本基準では、企業会計原則が、
売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役
務の給付によって実現したものに限る（企業会計原則第
二３Ｂ）として、収益は原則、実現主義に基づいて認識
されるものとされてきた。この実現主義は、法人税法上
は権利確定主義として解され、財の販売の場合には販売
基準、実務上は引渡基準が採用されてきたのは先述の通
りである。また、実務的には、業界ごとの商習慣によっ
て、出荷基準も広く採用されてきた事実もある22。
このように、このたび整理された国際基準の公表によ
り、この新基準と、法人税法上の権利確定主義と整合的
である現行の日本基準との間に、収益認識要件の内容を
巡って、差異があることが明らかになった。この点を、
先の裁判の判示内容に沿って再検討すると以下のように
なろう。
まず、先の判示内容②（本稿27頁右段）によると、収
益認識時期として、船積日基準及び荷為替日基準は、ど
ちらも「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」
の枠内にあると読みとれる。しかし、判示内容⑤（同28
頁左段）では、荷為替日基準について、収益計上時期を
操作できる余地があるとし、法人税法上は収益計上時期
として容認しない旨の見解が示された。
そもそも、船荷証券が発行されている本件取引におい
ては、商品の船積み完了後、売主が船荷証券を中心とす
る船積書類を整えて買主に提供したときに、商品の所有
権は買主に移転し、その効果が船積みの時に遡及するも

18 IASBは、個別のテーマごとに会計基準を順次設定するピースミール・アプローチを採用しているため、新たな問題に迅速かつ
機動的に対応できるというメリットがある反面、会計基準相互間の論理的整合性を維持することは難しい。そこで、会計基準の
前提条件や基礎概念を体系化した概念フレームワークを会計基準の上位に設定して、個々の会計基準相互間の論理的整合性の維
持・確保に努めている。こうした方法はASBJやFASBでも採用されている。

19 秋葉賢一（2014）エッセンシャルIFRS  166頁。
20 収益に関しては、これまで、IAS18号が、物品の販売、役務の提供及び企業資産の第三者による利用から生じる収益の会計処理に
ついて規定する一方、IAS11号が、工事契約に伴う収益及び費用の会計処理について規定していた。ところが、①認識基準に関
して、IAS18号はリスクや経済価値の移転の事実に着目した販売基準を採用しているのに対して、IAS11号は工事進行基準を採用
している点、②収益認識自体の考え方が曖昧で、特に複数要素契約への対応には論理的な矛盾がある点、③収益認識が、概念フ
レームワークの採用する資産負債アプローチと一部整合的でない点、等に批判が寄せられていた。

　　こうした収益認識に関するIFRSの持つ問題点の解決を迫られたIASBと、米国会計基準の収益認識に関するガイダンスの整理・
統合とそれらの間にある相互矛盾の解消が必要であったFASBの利害が一致した結果、この機会に両者で問題点を一掃すべく、相
互の会計基準の見直しに向けた共同作業が始まった。豊田俊一（2010）「IASBとFASBによる収益認識基準の見直しとASBJの論
点整理について」企業会計62巻２号19頁、弥永真生他（2010）「国際会計基準が企業法務に与える影響」商事法務 1889号43頁。

　　2013年になり、IASB及びFASBは、包括的な収益認識基準に関する再検討を完了し、新たな基準案をまとめた。この基準案
は、IFRS15号「顧客との契約から生じる収益」（IFRS 15：Revenue from Contracts with Customers）として、2014年５月28
日に公表され、国際基準及び米国会計基準を採用するすべての企業に適用される予定である。なお、新基準の発効日を、IASBは
2017年１月１日とする一方、FASBは2016年12月15日以降に開始する事業年度からの適用と暫定的に定めている。IFRS（2014） 
Forthcoming：IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers.

21 新日本監査法人（2013）日本基準と国際財務報告基準（IFRS）の比較 45頁。
22 課税庁は、棚卸資産の販売における収益計上時期について、引渡基準及び出荷基準に関する法人税法基本通達2-1-1及び2-1-2を発
出している。
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のとされている。つまり、実質的には、本船への荷物の
積み込みが完了した時点でリスク負担が買主に移ること
になる。このため、新たな国際基準が示す５つの収益認
識要件に照らすと、船積完了日時点でこれらすべての要
件を満たすこととなり、船積日が新しい国際基準と整合
的な収益認識時点ということになる。
一方、売主による取引銀行への船荷証券の交付が行わ
れる荷為替取組日には、船荷証券の提示により、実質的
には、売主から買主への船荷証券の発送が行われるのと
同じ効果が発現し、それによって売買契約に基づく商品
引渡義務が完全履行されたことになる。これは、私法上
の法律関係が完了したことを意味し、この点では日本基
準にも依然適合すると考えられるが、先の新たな国際基
準の５つの収益認識要件のうち、①所有に伴う重要なリ
スク及び経済価値の買主への移転、に照らしてこの状況
を評価した場合には、この時点より前、すなわち船積日
にはすでにこの要件を満たされていると解されることか
ら、新しい国際基準によれば、荷為替日は収益認識時点
とは認められないことになる。
このように、国際基準が収益認識に関する５要件を示
したことにより、以前と比べ、より明確な収益認識時期
の判断が法人側に求められることになる。その結果、こ
れまでグレーゾーンとして、踏み込んでは議論されてこ
なかった領域についても、新たに問題が提起される状況
が顕在化してきている。その一例が、出荷基準の取扱い
である。
収益認識について、顧客が財又はサービスに対する支
配を獲得した事実を重視する国際基準の下では、契約条
件によっては、先の５要件のうち、①所有に伴う重要な
リスク及び経済価値の買主への移転、との関係で、日本
でこれまで認められてきた出荷基準が、新しい国際基準
の収益認識要件を満たさなくなる可能性があるとの指摘
がある23。
出荷基準により収益認識を行う取引のうち、売買契約
書上に所有権移転の時期を納品時または検収時と明記し
ている場合、実質的には、出荷時点より後に経済価値が
移転することになるので、新たな国際基準に厳密に従え
ば、出荷日時点では収益を認識することができない。ま
た、所有権移転時期に関して書面契約上に記載がない場
合でも、輸送中のリスクを売主が実質的に負担する場合

や、詳細な検収作業を要する場合などは、出荷時点より
後に、実質的なリスクおよび経済価値が移転することに
なり、この場合も先の要件を満たさないおそれがある。
このように、契約上は出荷日基準を採用しながらも、
契約書上の所有権移転時期やリスク負担に関する記載内
容、及び商品の検収条件等により、リスク及び経済価値
の移転する時期が、実質的に出荷日より後にある場合に
は、新基準の国内化に伴う認識要件の明確化により、収
益認識の時期の見直しが求められるとの見解である。
その一方で、先の最高裁判決の判示内容②を根拠とし
て、取引の経済的実態からみて合理的とみなされる収益
計上の基準の中から、当該法人が特定の基準を選択し、
継続してその基準によって収益を計上している場合には、
法人税法上もこの会計処理を正当なものとして是認し、
コンバージェンスの結果、国際基準と同様の規定内容が
日本基準に採用された場合でも、収益認識の基準として
検収・到着を重視するという程度にとどまるのであれば、
出荷日基準によって継続して収益計上が行われることも
実務上は許容されるとの見解もある24。
このように、収益認識に関する新たな国際基準の示し
た認識要件は、現行の日本基準の収益認識要件との差異
を浮き彫りにするきっかけとなった。この点について、
こうした差異は、法人課税所得計算にも大きな影響を及
ぼす可能性があるという見解と、先の判示内容のように、
法人の採用する収益認識基準については、税法が特に要
請する恣意性の排除が確保される限り、法人の判断が尊
重され、実質的には大きな違いを生み出さないという見
解があり、論者により意見が分かれるところである。
ただし、いずれの場合でも、会計基準のコンバージェ
ンスの影響が日本基準の内容に影響を及ぼしうることだ
けは確かであり、その結果として、法人課税所得計算に
も影響を及ぼす可能性は十分にあり得る。このような状
況の下、法人税法側がこの問題にどう向き合うのか、そ
の具体的な方法論はともかくとしても、法人課税所得計
算上でも何らかの対策あるいは配慮が必要になることで
あろう。

５．まとめ

５. １．これまでの検討過程

これまで本稿では、法人の課税所得計算における基本

23 例えば、新日本監査法人（2011）IFRS導入が卸売業に与える影響について ８頁。
24 日本租税研究協会（2011）企業会計基準のコンバージェンスと法人税法の対応 14頁。
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原則である公正処理基準と権利確定主義に焦点をあて、
これらについて、現代的な文脈から再検討をすることを
通じて、①会計基準のコンバージェンス進行による会計
環境の変化によって、公正処理基準を介して、法人課税
所得計算が準拠する「一般に公正妥当と認められる」会
計基準の射程範囲が変化する可能性がある点、②会計基
準のコンバージェンス進行による会計環境の変化が、公
正処理基準を介して法人課税所得計算実務に何らかの影
響を及ぼす可能性は否定できない点、について明らかに
した。

５. １. １．法人課税所得計算が準拠する会計基準の変化

について

法の公正処理基準が想定する「一般に公正妥当と認め
られる会計処理の基準」には、広く企業会計に関する諸
基準や確立した会計慣行が含まれるため、会計基準のコ
ンバージェンスの影響を受けて内容が変化した後の日本
基準も、形式的には当然その対象となりうる。したがっ
て、こうした会計基準の変質は、法条文上の公正処理基
準を介して、法人課税所得計算にも間接的に影響を及ぼ
す可能性は十分に考えられる。ただし、この場合には、
法人税法および企業会計の両者において、何らかの実務
的な対応策が必要となること、及び、法が独自の路線を
維持する場合には、租税公平主義、とりわけ、平等取扱
原則を堅持するとともに、公平性や中立性だけでなく、
効率性や簡素性といった要請にも配慮する必要があるこ
と、現在の税務及び会計実務間での作業上の重複状況を
考えた場合、納税法人側への追加負担の回避・軽減等は、
当然ながら最大限考慮される必要がある点を、それぞれ
指摘した。

５. １. ２．法人課税所得計算実務への影響について

本稿で取り上げた裁判例を振り返り、判決で「一般に
公正妥当と認められる会計処理の基準」の枠内として認
められた船積日基準及び荷為替日基準について、収益認
識に関する新たな国際基準を当てはめた場合には、この
新基準の示す認識要件のうち、特に、所有に伴う重要な
リスク及び経済価値の買主への移転という要件充足の観
点から、船積日基準のみが容認され、荷為替日基準が容
認されない可能性があることを示した。また、これと同
様のロジックによって、これまで日本基準で認められて

きた出荷基準が、場合によっては容認されなくなる可能
性があることもあわせて指摘した。
ただし、この点については、本件事件による最高裁の
判示内容にもあるように、税法が収益認識に関する恣意
性の排除を条件に、独自の判断で収益計上時期を示す姿
勢を容認したこと、したがって、先の出荷基準について
も、法人課税所得計算上は容認される可能性が残ること
も指摘した。いずれにせよ、会計基準のコンバージェン
ス進行による会計環境の変化が、公正処理基準を介して
法人課税所得計算に何らかの影響を及ぼす可能性は否定
できない点は重要であろう。

５. ２．本稿の結論と今後の展望

それでは、本稿で最後に残された課題、すなわち、法
人税法上の権利確定主義と企業会計上の実現主義との関
係について、ここで簡単に論じ、まとめに代えたい。
まず、収益の認識基準について、現行の日本基準、す
なわち、販売基準では、財の移転の完了と対価の成立と
いう２つの要件の成立を求めている。このため、商品の
出荷から顧客の検収までに時間を要する場合や、顧客の
検収そのものが販売プロセスに含まれる場合には、検収
が終了しない限り、当該要件を満たすことにはならない
ため、現行の日本基準によっても、出荷時点では理論上、
収益認識はできないことになる25。この考え方に従うと、
少なくとも、財の販売に関しては、日本基準の実現主義
の考え方と、新しい国際基準が示した要件の背後にある
考え方との間には、それらの表現上の違いにみられるほ
どの、本質的な差異はないと考えられる。では、いった
い何が問題となるのであろうか。
そもそも現行の日本基準が採用する実現主義の考え方
と、出荷基準という会計慣行の間には、時間感覚の微妙
なズレが存在する。それが実務上重大な差異をもたらす
ようであれば、会計処理の基準の問題として、会計基準
のコンバージェンス如何に関わらず、当然に是正される
必要があるという点である。
ところで、出荷基準については、法人課税所得計算上
も認められていることからすると（法基通2-1-2）、法
はその権利確定主義により、独自にこの出荷基準を容認
していると解される。これにより、仮に、企業会計上の
収益認識基準が修正・変更される場合であっても、先の
判決内容に従えば、税法は独自の判断基準を変えずに、

25 秋葉前掲 168頁。
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引き続き出荷基準を使用することには何ら問題はないこ
とになる。
これは、先の裁判の判示内容が、「法律上どの時点で
権利の行使が可能となるかという基準を唯一の基準とし
なければならないとするのは相当ではなく、取引の経済
的実態からみて合理的なものとみられる収益計上の基準
の中から、当該法人が特定の基準を選択し、継続してそ
の基準によって収益を計上している場合には、法人税上
も右会計処理を正当なものとして是認すべき」（本稿27
頁右段②）という、税法側の基本的な考え方を示した部
分からも読み取れる。
つまり、収益計上時期の判断の基準については、画一
的かつ一義的なものを求めるのではなく、複数存在する
判断基準のうちから、法人側が、人為的に操作が可能な
ものを除外した上で、法人が継続して採用することを条
件に、法は法人が選択した当該収益計上時期の判断基準
を容認する姿勢を示している。このことは同時に、法が、
公正処理基準を介して準拠する「一般に公正妥当と認め
られる会計処理の基準」の先に想定している実現主義を、
法人課税所得計算上の収益計上に関する判断基準として、
これまで通りに求めるとは、必ずしも限らないことを意
味するものであると解することができる。
このように、会計基準のコンバージェンスをきっかけ
として国内基準が見直されつつある現在、法人税法上の
権利確定主義という考え方が会計上の実現主義と実質的
に同意であるという、これまでの通説的な理解が、今後
も維持されうるかどうか、再検討する必要に迫られてい
るといえる。そして、場合によっては、今後、法人税法
上の権利確定主義と企業会計上の実現主義の概念が相互
に乖離を拡大し、それぞれ独自の方向性を模索する可能
性が出てきたことを示唆している。
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